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1. はじめに 

自動車産業は CASE（Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動

走行）、Service & Sharing（サービスとシェアリング）、Electric（電

気自動車））という 100 年に一度の変革の時代にある。CASE の進展に

伴い、自動車の作り方、使い方が大きく変わる可能性があり、我が国

の自動車産業も適応していくことが求められている。 

自動走行では、自動車の操縦をシステムが担うことで、人間による

操縦が不要となり又は軽減され、より安全かつ円滑な移動に資すると

ともに、人間が移動時間を有効活用することを可能とするものと期待

される一方、システムの安全性、信頼性の確保がより重要になる。 

自動運転車の開発には、自動車メーカーだけでなく、ＩＴ企業など

も参画して、熾烈な国際競争が繰り広げられている。米国、中国のＩ

Ｔ企業では、ＩＴ技術を駆使して、膨大なデータを収集、分析を行う

ことで、無人自動運転サービスの開発を加速化している。 

また、2020年度はコロナ禍やカーボンニュートラルといった外部環

境の変化により、自動運転の開発にも大きな影響があった。コロナウ

ィルス感染症対策として「非接触」という価値が重視されるようにな

り、人流・物流輸送の無人化によりそれを達成しうる自動運転技術へ

の注目が集まっている。特に物流領域においては、コロナ禍の EC（電

子商取引）拡大等を背景に物流需要が拡大する一方で、人手不足が深

刻化しつつあり、自動運転を活用した自動配送サービスの実装に向け

た取組が各国で行われている。また、世界各国が 2050 年のカーボン

ニュートラル達成に向けたコミットメントを表明する中で、我が国に

おいても、2020 年 10 月に 2050年のカーボンニュートラル達成を宣言

したところである。 

自動運転の実装に向けては、こうした外部環境の変化に加え、構造

的な課題に対応することも重要である。我が国では、少子高齢化、人

口減少が進展する中で、旅客や貨物の輸送ではドライバーの高齢化、

人手不足が深刻化し、サービスの維持が困難な地域も出てきている。

また、高齢ドライバーの操作ミスによる悲惨な交通事故も相次いでい

る一方、公共交通が整備されていない地域では、高齢ドライバーが免

許返納すれば、移動手段を失う恐れがある。 

政府の「成長戦略 2020」（令和 2 年 7 月 17 日）1及び「官民 ITS 構

 
1 首相官邸 日本経済再生本部 「成長戦略（2020 年）」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html 

において記載がある。 
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想・ロードマップ 2020」（令和 2 年 7月 15）2においても、交通事故の

削減、地域の人手不足や移動弱者の解消といった社会課題を解決する

ために、無人自動運転サービスの実現に向けた目標が定められている。

特に、国の実証プロジェクトとして実施している「トラックの隊列走

行」、「無人自動走行による移動サービス」については、その実現に向

けて、具体的な工程表が策定されている。 

「自動走行ビジネス検討会」は、自動走行のビジネス化を産学官の

オールジャパン体制で推進するため、2015 年 2月に、経済産業省製造

産業局長と国土交通省自動車局長の主催で、自動車メーカー、サプラ

イヤー、有識者の参加を得て、設置したものであり、これまで自動走

行分野の現状の課題を分析、検討し、必要な取組を推進してきた3。 

2015、2016 年度には、産学官オールジャパンで検討が必要な取組を

確認4した上で、その具体化を図るため、①一般車両の自動走行（レベ

ル 2、3、4）等の将来像の明確化、②協調領域の特定、③国際的なル

ール（基準、標準）づくりに戦略的に対応する体制の整備、④産学連

携の促進に向けた議論を行い、その後の取組方針を取りまとめた「自

動走行の実現に向けた取組方針」（2017 年 3 月）5を提示した。 

2017年度には、当該取組方針に基づく取組の推進及びその進捗管理

を行うとともに、「自動走行ビジネス検討会」の下に、「安全性評価環

境づくり検討 WG」（令和 2 年度以降は「安全性評価戦略 WG」に変更予

定）を設置し、これまでの研究開発の成果を活用した安全性の評価方

法の在り方等について検討を開始した6。当該年度における各取組の進

捗状況を踏まえ、その後の取組方針を取りまとめた「自動走行の実現

に向けた取組方針」Version2.0（2018 年 3 月）を提示した。 

2018年度には、当該取組方針に基づく取組の推進及びその進捗管理

を行うとともに、「自動走行ビジネス検討会」のもとに、「将来課題検

 
2 首相官邸 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 

「官民 ITS構想・ロードマップ 2020」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20200715/2020_roadmap.pdf 

において記載がある 
3 2015年 2月に第 1回を開催して以降、本年 2月までの間の 5年にわたって、11回の会合を重

ねてきた。 
4 「中間とりまとめ」において、関係者が自動走行の将来像を共有した上で、その実現に向けて、

競争領域と協調領域を戦略的に切り分け、今後の取組方針を策定すること、協調領域の基盤と

なる国際的なルール（基準・標準）づくりに戦略的に対応する体制の整備や産学連携を促進す

ることを基本的な方向として確認した。 
5 ①、②については、「将来ビジョン検討 WG」を設置して検討を行った。 
6 工程表の進捗については「自動走行ビジネス検討会」の下に「非公式フォローアップ」会合を

設置し管理を行った。 
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討 WG」を設置し 2020 年以降の自動走行の進展に向けた制度やインフ

ラ等を含めた環境整備等に関わる課題・論点について検討を行った。

また、「人材戦略 WG」を設置し、自動走行に係るソフトウェア人材の

不足解消を目指し、産官学の取組の共有や、ソフトウェア人材にとっ

て魅力ある人材育成・評価の仕組みについて議論を行った。当該年度

における各取組の進捗状況及びその後の取組方針を取りまとめた「自

動走行の実現に向けた取組報告及び方針」Version3.0（2019 年 6 月）

を提示した。 

2019年度においては、当該取組方針に基づく取組の推進及びその進

捗管理を行うとともに、「官民 ITS 構想・ロードマップ 2019」では 2020

年度以降に無人自動運転サービスを全国に展開していくための具体

的な道筋が示されていないことを踏まえ、「将来課題検討 WG」におい

て、国内外の実証事業の状況や官民の事業化の目標を踏まえ、特に

2020 年度から 2025 年度頃までの間の無人自動運転サービスの実現・

普及に向けたロードマップについて検討を行った。具体的には、自動

車メーカーに加え、自動運転システム開発事業者からもヒアリングを

行い、走行環境、サービス形態に分けて、無人自動運転サービスの実

現時期や技術レベルについて整理を行った。また、2018 年度までの検

討で重点的な協調分野として特定された 10 領域については、引き続

き関係者が連携して取組を進めた。特に安全性評価については、国際

的な議論を先導しながら、高速道路の 32 シナリオにおけるクライテ

リアについて着実に検討を進めた。 

2020 年度においては、2019 年度に策定した「無人自動運転サービ

スの実現及び普及に向けたロードマップ」の具現化等に向けて、「次期

プロジェクト WG」を新設し、2021年度から 2025年度頃にかけて取り

組む次期プロジェクトの工程表を作成した。また、「サービスカー協調

WG」を新設し、サービスカーにフォーカスした実証実験の実施者の協

調領域としての課題について検討を行った。また、2019 年度までの検

討で重点的な協調分野として特定された 10 領域については、引き続

き関係者が連携して取組を進めた。特に安全性評価については、国連

WP29 における議論をリードし、2020 年 6 月に成立したレベル 3 に関

する国際基準の策定に貢献した。 

本報告書は、これまでの検討結果を踏まえて、「自動走行の実現に向

けた取組方針」Version5.0として整理したものである。引き続き、と

りまとめた具体的取組の進捗状況等を関係者において確認し、必要に

応じて柔軟に取組の見直しや新たな対応を検討すること等により、自
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動走行のビジネス化を推進するとの検討会の目的達成に向けて取り

組んでいく7。 

また、本報告書における自動走行レベルの定義は、「官民 ITS 構想・

ロードマップ 2020」において採用されている SAE International の

J3016（2016 年 9 月発行）及びその日本語参考訳である自動車技術会

の JASO TP-18004（2018年 2 月 1 日発行）の 6段階（レベル 0 からレ

ベル 5 まで）の定義8を用いている（図 1）。 
  

 
7 2018年 3月 18日に米国アリゾナ州において、米 Uber社が開発を進める自動走行車が、実証実

験中に、車道横断中の歩行者と衝突し死亡させる事故が発生。我が国においても多くの実証実

験が行われている中、自動走行については安全を第一に考え、今後、技術の進展等を見極めて、

適切なルールを整備していくことが重要である。 
8 SAE（Society of Automotive Engineers）International の J3061 “Taxonomy and 

Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road-Motor 

Vehicle”（2016年 9月発行）及びその日本語参考訳である自動車技術会の JASO TP-18004

「自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義」（2018.2.1発行）。SAEは、2018年 6

月に用語の明確化のための同文書の更新を行っている（J3061 SEP2018）。

https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/ 
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図１.自動走行レベルの定義 

 

＜Connected Industries 自動走行分科会＞ 

2017年度に、これまでの自動走行ビジネス検討会の枠組みに加

え、様々な繋がりによって新たな付加価値の創出や社会課題の解決

をもたらす「Connected Industries」9を推進するために、

「Connected Industries 自動走行分科会」の位置づけを追加し、特

に、（１）データ収集・利活用、（２）AI システム開発、（３）人材育

成強化に焦点を当て、取組の強化、加速化等の検討を行った。  

 
9 2017年 3月に、ドイツ連邦共和国（ハノーバー）で世耕経済産業大臣とツィプリースドイツ経

済エネルギー大臣が、第四次産業革命に関する日独協力の枠組みを定めた「ハノーバー宣言」

に署名したことを受け、提唱したもの。 

＜ハノーバー宣言＞http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170320002/20170320001.html。 

＜「Connected Industries」概要＞ 

http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012.html 
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2. 無人自動運転サービスの協調による取組の推進について 

これまで自動走行ビジネス検討会では、2020 年度中の無人自動運転

サービスの実装に向けて様々な取組を行ってきた。その結果、5.実証

プロジェクトに記載の通り、全国各地で無人自動運転サービスの社会

実装が始まろうとしている。 

今後更なる無人自動運転サービスの普及・拡大を促進するため、

2020年度の自動走行ビジネス検討会では、サービスカー協調ＷＧを設

置し、大きく以下の 5 つの取組方針について検討を行った。 

 

a) 実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発信（日本版セー

フティレポート（仮称）） 

b) 実証実験の安全対策の取組に係る評価（セーフティアセスメン

ト（仮称）） 

c) 実証実験の接触事案等の情報発信  

d) 自動運転車のセーフティドライバの教育 

e) 自動運転サービスの導入に当たっての地域への情報発信や対話 

 

サービスカー協調 WG では、以上の 5 点に関する検討を行った結果

について、以下の通りとりまとめを行った。 

 

 

【とりまとめ概要】 

政府では、2020 年内に複数箇所で限定地域における無人自動運転サ

ービスを開始し、2022 年度頃に遠隔監視のみ（レベル４）のサービス

に発展させ、2025 年度頃には 40 カ所以上にサービスを導入していく

ことを目標としている。 

無人自動運転サービスの実現や普及に向けては、都市部から地方部

まで、実証実験の環境が整備され、ＯＥＭ、ベンチャー、研究機関な

どが精力的に実証実験や事業化に向けた取組を実施している。 

これまでは実証実験が中心であったが、2020 年内の無人自動運転サ

ービスの開始を受けて、いよいよ社会実装が始まろうとしている。 

そこで、2020年度の自動走行ビジネス検討会においては、それらの

実証実験の実施者が、安全かつ円滑に実証実験に取り組み、事業化を

目指すことができるよう、主として地域における人流を想定した無人

自動運転サービスの実現及び普及に向けた実証実験の実施に当たっ

て、実施者において留意していただきたい事項を整理した。そのうち、
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4.(1)①「実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発信」及び③

「実証実験の接触事案等の情報発信」並びに(3)「自動運転サービスの

導入に当たっての地域への情報発信や対話」については、情報発信・

共有していただきたいものである。 

実証実験の実施者は、無人自動運転サービスの実現や普及を目指す

上で、地域住民、自治体などの地域の関係者の理解や協力を得ること

が不可欠であり、その有効性や安全性について十分な説明を行うこと

が求められる。 

従来の技術開発や製品開発は競争領域であるが、無人自動運転サー

ビスは、各地域においてこれまでにないサービスであり、安全確保に

万全を期し、また、社会受容性を醸成するため、安全対策や地域との

対話の取組については、協調領域として、実証実験の実施者が協力し

て、必要となる情報を共有しながら取り組むことが重要である。 

特に、実証実験でも一旦事故が起これば、自動運転全体の信頼性を

失ってしまうという可能性がある中で、実証実験の実施者が安全対策

に係る取組や課題について情報共有することは重要である。 

 

(1)実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発信や評価 

①実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発信 

＜基本的な考え方＞ 

セーフティレポートなどの形で、実証実験の方針や安全対策の取組

に係る情報発信を行うことは、その事業者がどのような考え方を持ち、

地域のニーズに応えつつ、安全を確保しながら、無人自動運転サービ

スの実現や普及を目指すのかを示すために、有益である。 

実証実験の内容は事業者間の契約など各社の競争領域の情報も含

まれており、一律で具体的な内容を義務づけることは適切でなく、各

社の判断に委ねるべきであるが、実証実験の場所等の基本的な情報と

ともに、どのような安全対策が講じられているかなど地域の関係者の

理解や協力を得る上で必要となる情報については、実施者が積極的に

情報発信を行うことが望ましい。 

米 NHTSAでは自動運転開発におけるベストプラクティスの公表・相

互活用の促進と、社会受容性の醸成を目的として、セーフティレポー

トの公表を推奨している（図１０参照）。このような事例を踏まえ、日

米での安全規制の仕組みの違いなどにも配慮しつつ、我が国における

実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発信（日本版セーフティ
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レポート（仮称））のあり方について取組の方向性を整理することとし

た。 

＜取組の方向性＞ 

米 NHTSAにおいては、i)安全性の考え方、ii)走行条件の定義、iii)

自動運転車両、iv)事故対応、v)受容性、vi)法規に係る、12 の安全性

要素分類について、セーフティレポートの公表を推奨している。 

我が国における実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発信

（日本版セーフティレポート（仮称））においては、米 NHTSAの項目を

参照しつつ、我が国の制度、各社の事情、実証実験の目的や走行環境・

条件、実証実験を行う地域の特性などによって、各社において情報発

信を行う項目を判断することが望ましい。また、地域の関係者の理解

と協力を得る上では、これらの項目と併せて、実証実験における自動

運転システムの全体像を示すことも重要である。自動運転車両の安全

対策のみならず、セーフティドライバ の有無、遠隔監視・操作の有無、

運行管理体制など、自動運転システム全体における安全対策について

示すことが重要である。 

また、自動運転車両の導入を検討する交通事業者・自治体等に対し

て、各社の自動運転システムの特性やこれまでの走行実績などを示す

ことも、理解を深めるための一助になると考えられる。 

日本版セーフティレポート（仮称）による情報発信は各社の判断に

委ねるものとするが、地域関係者に対し一覧性がある形で情報発信を

行うため、政府において専用のポータルサイトを設置し、各社が情報

発信を行う場合にはその内容やリンクを掲載することを検討する。 
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図１０．米 NHTSAにおけるセーフティレポート公表のガイドライン 

 

 

 

②実証実験の安全対策の取組に係る評価 

＜基本的な考え方＞ 

現在の実証実験では、無人自動運転サービスを実現する上での十分

な安全性が立証されていない場合には、何かあればセーフティドライ

バが対応することとされているが、それにも関わらず接触事案などが

生じている。 

事業化に向けては、その走行環境・運行条件で想定されるリスクを

網羅的に評価し、それに対応した車両の選定、自動運転システムの開

発、ＯＤＤの設定、遠隔監視・操作など運行形態の設定、運行管理・

保守点検体制の整備も含め、その安全対策をあらかじめ十分行う、実

証実験の安全対策の取組に係る評価（セーフティアセスメント（仮称））

が極めて重要である。 

セーフティアセスメント（仮称）は、自動運転開発主体及び自動運

転サービス運行主体（以下「自動運転開発主体等」）が適切な連携と役

割分担の下実施するものであり、想定されるリスクに対して適切に対
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応できる能力を有していることを示すものである。万一の事故等が起

きれば、自動運転開発主体あるいは自動運転サービス運行主体は社会

的に大きな責任が問われることになることを認識し、各主体が自らの

責任の下で十分なセーフティアセスメント（仮称）を実施することが

必要である。 

セーフティアセスメント（仮称）における自動運転開発主体と自動

運転サービス運行主体の役割分担については、実証の目的や段階を踏

まえて、適切に判断することが重要である。例えば、技術実証を主目

的としている場合は、主として技術に関する理解が深い自動運転開発

主体がセーフティアセスメント（仮称）を担うものと考えられる。一

方で、実際のサービス導入に向けた実証においては、実際の走行環境・

運行条件を踏まえたリスクの評価が重要であることから、主として自

動運転サービス運行主体が開発主体と連携してセーフティアセスメ

ント（仮称）を担うものと考えられる。ただし、自動運転開発と自動

運転サービス運行を同一主体が担う場合、あるいは複数の主体が連携

して担う場合は、当該主体が必要に応じて連携しながら責任をもって

セーフティアセスメント（仮称）を担うものと考えられる。 

ベンチャーや研究機関（以下「ベンチャー等」）が、市販の車両を改

造して自動運転システムを開発する場合でも、一義的には、用いた車

両も含む自動運転システム全体について責任を負うことになる。その

ため、ベンチャー等は、ベース車両の性能を評価した上で、自動運転

システムについてセーフティアセスメント（仮称）を行う必要がある。 

  セーフティアセスメント（仮称）はあくまで実証実験を行うための

前段階であって、自動運転開発主体等が安全対策に万全を期して実証

実験を行うのが必須である。 

自動運転開発主体等はセーフティアセスメント（仮称）を行う際に、

社内において承認プロセス、承認基準、承認者を明確にする必要があ

る。承認者には、自動運転技術や運行における十分な知見が必要であ

る。セーフティアセスメント（仮称）の一部を外注することも考えら

れるが、自動運転開発主体等において最終的な判断を行う必要がある。 

また、セーフティアセスメント（仮称）を行うことにより、自動運

転開発主体等だけでなく、地域の関係者がリスクを認識し、対策を行

うことが可能となる。 

そのため、福井県永平寺町での遠隔型自動運転サービスなどこれま

での実証実験の事例や、車両提供主体の知見を基に、来年度を目途に

セーフティアセスメント（仮称）に係るガイドラインを作成すること
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を検討する。 

 

＜取組の方向性＞ 

以下のような点を踏まえ、来年度を目途として、セーフティアセス

メント（仮称）に係るガイドラインを作成することを検討する。 

(a)ＯＤＤは自動運転開発主体等ごとに車両の性能や走行環境・条

件によって設定されるものであるため、一律に対象を定めるこ

とは難しい。 

(b)対象となるＯＤＤで走行できることを確認するため、シミュレ

ーションでの検証や、現地情報との照らし合わせを通じたセー

フティアセスメント（仮称）についても検討する必要がある。 

(c)セーフティアセスメント（仮称）を適切に実施するためには、

実際の走行で想定されるＯＤＤに対して、リスク項目を網羅的

に洗い出すことが必要である。 

(d)車両面に加え、運行管理・保守点検面のセーフティアセスメン

ト（仮称）についても検討する必要がある。例えば、電磁誘導

線等の路上インフラの保守点検については、責任面の議論との

整合性を鑑みつつ、セーフティアセスメント（仮称）の対象と

して整理する必要がある。 

(e)セーフティアセスメント（仮称）の経験が乏しいベンチャー等

においては、あらかじめ網羅的にリスク項目を把握することが

難しい場合も想定される。そのため、ガイドラインの作成と併

せて、先行事例を基に、ＯＤＤの一定の類型化とそれに対応し

たリスク項目を整理することを検討することが期待される。 
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図１１．セーフティアセスメント（仮称）のイメージ 

  

③実証実験の接触事案等の情報発信 

＜基本的な考え方＞ 

実証実験において軽微な接触事案等が発生していることを踏まえ、

実証実験の実施に当たっては、地域の関係者の理解と協力が不可欠で

あり、接触事案等が発生した場合には、軽微なものも含め、適切に情

報発信を行うことで、信頼を得るよう努めることが重要である。 

接触事案の発生時に迅速かつ適切に対応し、説明責任を果たすこと

ができるよう、事前に体制や手続を整備し、平時から実証実験の実施

者を始め関係者において万全な準備を行うことが重要である。 

また、個々の接触事案等は軽微であっても、原因を十分に究明して、

適切な対策がなされ、情報共有されていかなければ、将来、重大事故

が発生する可能性がある。 

 

＜取組の方向性＞ 

接触事案等が発生した場合、軽微なものも含め、実証事業のＨＰな

どで、システマチックに情報発信を行うことを推奨する。重大事故に

ついては、プレスリリースなども検討すべきである。物損、人損が生

じた場合には警察への報告が必須となるが、正確な情報を発信し、社

会受容性の醸成につなげるためにも、地元の住民等も含め地域の関係

者に対しても情報発信を行うことが望ましい。 

一方で、実証実験の内容によって地域社会への影響度は異なるため、

一律に情報発信の基準を設けるのではなく、実証実験の実施者が、必

要に応じて自治体や警察などの関係機関と協議を行った上で、あらか

じめ情報発信の対象や方法を決めておくことが適切である。 

また、接触事案等については、軽微であっても、ヒューマンエラー

などの直接的な原因だけでなく、ヒューマンエラーを招いた操作手順

などの間接的な原因も含め、様々な角度から分析を行い、必要な再発

防止策を実施するとともに、各社の機密を侵害しない範囲で、同様の

実証実験の実施者に広く情報共有を行うことが適切である。 

原因究明に当たっては、様々な角度からの分析のため、実証実験の

実施者だけでなく、第三者である有識者・専門家からの意見を求める

ことも重要である。 
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図１２．米国・加州ＤＭＶでの事故報告レポート 

 

(2)自動運転車のセーフティドライバの教育 

＜基本的な考え方＞ 

自動運転車両を用いた実証実験やサービスにおいて、自動運転シス

テムや遠隔監視・操作により安全性を確保することに限界がある場合

には、セーフティドライバが乗車した形での運行が行われている。セ

ーフティドライバは緊急時の運転を担うほか、乗客への対応など車内

で運転以外の業務を行うこともある。 

実証実験では、4.(1)②「実証実験の安全対策の取組に係る評価」に

記載したように、技術実証を主目的とする段階と、サービス導入に向

けた実証の段階があるが、前者では自動運転開発主体が担う一方、後

者では自動運転サービス運行主体が担うことが想定される。 

特に、自動運転サービス運行主体として地域の運送事業者等の第３

者のセーフティドライバが乗車する場合には、当該セーフティドライ

バが用いる自動運転車や走行環境について十分な知見や技能を有し、

十分な対応が行えることを確認する必要がある。 

また、セーフティドライバは実証実験等を円滑に行うことが目的で

はなく、問題が生じた又は生じる可能性がある時には速やかに停止さ

せるなど安全確保を最優先することを理解する必要がある。 

そのため、自動運転開発主体等において、セーフティドライバのラ
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イセンスや認証制度を導入する事例が見られる。 

各社の取組事例を踏まえ、セーフティドライバの教育に係るベスト

プラクティスを整理することとした。 

 

＜取組の方向性＞ 

各社の取組事例を踏まえると、以下のとおりセーフティドライバの

教育に係るベストプラクティスが整理される。 

(a)セーフティドライバの教育においては、座学に加え、閉鎖空間

での訓練と実地での訓練の両方を通じて、必要な対応能力や経

験を習得する。 

(b)閉鎖空間での訓練では、自動運転車両の挙動や性能理解、ブレ

ーキやハンドル等の機能失陥訓練、緊急停止・オーバーライド

の経験等を通じて、予見できるリスクに対する対応能力を向上

させる。また、自動運転システムの限界を補完する立場として

の自らの役割を理解させる。 

(c)実地での訓練では、公道における走行訓練を通じて、実際の道

路や交通の状況において、どのようなリスクが生じうるか、そ

してそれに対してどのように対応するか、経験を蓄積させる。 

(d)閉鎖空間での訓練と実地での訓練のどちらにどの程度重点を

置くかは、当該走行環境・条件などに応じてケースバイケース

で判断される。 

(e)習得した対応能力や経験を確認するため、ライセンスや認証制

度などを実施する。 

(f)実証実験を通じて得られた新たな知見を反映し、車両のソフト

ウェア更新等に伴う仕様変更に対応できるよう、実証実験の開

始後も継続的にセーフティドライバへの教育を実施する。 
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図１３．各社におけるセーフティドライバ教育の事例 

  

 

(3)自動運転サービスの導入に当たっての地域への情報発信や対話 

＜基本的な考え方＞ 

自動運転サービスの導入に当たっては、地域の自治体、事業者、住

民の協力を得ることが不可欠である。 

移動課題の認識は利用者や地域によって差があり、一般的なメリッ

トだけでなく、サービスや地域の特性に応じて目的や意義を示すこと

が重要である。 

その際に、導入の目的や意義に加え、現在の技術の限界や今後の発

展の見通し、事故が起きた時の対応について、合わせて情報提供を行

うことが重要である。 

これまでの「民事上の責任と社会受容性に関する研究」での成果や

実証実験が行われた地域における取組を踏まえ、自動運転サービスの

導入に当たっての地域への情報発信や対話のあり方についてのベス

トプラクティスを整理することとした。 

 

＜取組の方向性＞ 

これまでの「民事上の責任と社会受容性に関する研究」での成果や

実証実験が行われた地域における取組を踏まえると、以下のように自

動運転サービスの導入に当たっての地域への情報発信や対話のあり
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方についてのベストプラクティスが整理される。 

(a)地域が抱えている課題と提案がフィットすると自治体からの

協力が得られる。自治体の協力が得られると、地域関係者との

橋渡し、地域課題に関する情報の共有、まちづくり全体の計画

への位置付けなど、地域における自動運転サービスへの理解と

協力が進む。 

(b)移動課題の実態は利用者・地域によって大きく異なるものであ

ることから、地域ニーズに即したサービスの実現のためには、

地域との対話においては、一方的な住民への説明ではなく、利

用者・地域の特性を踏まえた対策を示しつつ、双方向的なコミ

ュニケーションが重要である。 

(c)特に、地域課題に精通したキーマンとなる住民に主体的に参加

いただき、想定しているサービスについて意見を伺い、サービ

ス内容をブラッシュアップしたり、運営に協力いただいたりす

ることが重要である。それによって、地域の住民にとっては、

自分たちに身近な形になるので、当事者意識が高まることにな

る。 

(d)実証実験において、地域の住民に実際に実車に乗っていただく

ことは、自動運転に対する理解を深めていただくためにも重要

である。実証実験の中で、地域の住民に話を聞いたり、アンケ

ートを取ったりすることも重要である。 

(e)長期間にわたって実証実験を行うことなどを通じて、定期的に

実証の取組状況や成果などを含め情報発信や対話を行うこと

は、地域における自動運転に対する理解を広げ、自動運転車の

走行時の周辺住民の協力を得るとともに、地域のニーズに即し

たサービスを実現し、地域の魅力や価値を高める上で重要であ

る。長期間の実証実験にあたって、自動運転車の車体デザイン

の工夫などで地域住民の視認性を高めることも、地域の理解や

協力を得る上で効果的である。 
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 図１４．「民事上の責任と社会受容性に関する研究」における地域の

特性や利用者の属性に応じた地域への情報発信や対話についてのベ

ストプラクティスの整理 

 

 

(4)今後の進め方 

無人自動運転サービスの実現及び普及に向けて、政府においては、

上記の(1),(2),(3)について、OEM、ベンチャー、研究機関などの実証

実験の実施者や実証実験を行う地域の関係者に対して周知し、安全か

つ円滑な実証実験の実施を促進するものとする。 

また、4.(1)②「実証実験の安全対策の取組に係る評価」については

更なる検討を進めるものとする。 

今後、これらの取組について自動走行ビジネス検討会の中でフォ

ローアップを行うとともに、必要に応じて取組方針の拡充や見直し

を行う。 

 

3. 次期プロジェクト 

経済産業省、国土交通省では、2020年度までの実証プロジェクトと

して、ラストマイル自動走行実証、高速道路におけるトラックの隊列

走行実証実験に取り組んできた。特に 2020 年度は、成長戦略 202010及

 
10 首相官邸 日本経済再生本部 「成長戦略（2020年）」及び「成長戦略（2019年）」 
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び成長戦略 2019 に掲げた、「2020 年中の限定地域型の無人自動運転移

動サービスの複数個所での実現」及び「2020 年度内の高速道路での

後続車無人隊列走行技術の実現」との目標に向け、精力的に取り組み

を進めてきた。具体的には、ラストマイル自動走行実証については、

2020年 12 月 22 日から、福井県永平寺町において、1 人の遠隔監視・

操作者が 3 台の無人自動運転車両を運行する形態（Lv2）で試験サー

ビスを開始した。また、高速道路におけるトラックの隊列走行実証実

験については、2021 年 2 月 22 日、新東名高速道路の一部区間におい

て、後続車の運転席を無人とした状態でのトラックの後続車無人隊列

走行技術を実現した。（これら個別の実証実験の詳細については、「5.

これまでの実証プロジェクトの成果」にて後述） 

 一方、これらのサービス・技術が実現できたとしても、限定的な技

術・サービス・地域にとどまるため、本格的な自動運転サービスの展

開に向けては更なる取組が必要である。そこで、2019年度の自動走行

ビジネス検討会では、2025 年度ごろまでの無人自動運転サービスの実

現及び普及に向けたロードマップを検討・策定し、その方向性は官民

ITS 構想・ロードマップ 2020 や成長戦略フォローアップにも反映さ

れた。例えば官民 ITS 構想・ロードマップ 2020 では、「地方部」、「自

家用車による移動が中心の都市部」、「公共交通が普及している都市部」

に分けて、将来の移動課題を挙げた上で、自動運転サービスを含むモ

ビリティサービスのニーズを整理した。 

 2020 年度の自動走行ビジネス検討会では、昨年度までの検討を踏ま

え、2021 年度から 2025 年度までの 5 年間に取り組むべき次期プロジ

ェクトに関する検討を行った。 

今後実際に無人自動運転サービスを社会実装していくためには、車

両の技術開発だけではなく、運行や維持管理も含むビジネス面の検討

や、インフラとの連携など走行環境の整備については都市や交通シス

テムの検討も必要となる。そこで、2020 年度の自動走行ビジネス検討

会では、次期プロジェクト WGを設置し、2021 年度から 2025年度まで

の 5 年間に取り組むべき次期プロジェクトについて、以下の 4つの方

針に基づいて検討を行った。 

a) 官民 ITS 構想ロードマップ 2020 や関係省庁におけるビジョン

等を踏まえ、 都市や交通システムの将来像を想定し、自動運転

サービスの導入が見込まれるユースケースを検討。 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html 

において記載がある。 



 

 

 

 

 

20 

b) ユースケースに応じて、自動運転の走行環境や運行条件を検討

し、それに必要となる自動運転技術、システム、インフラを特定。 

c) 必要となる自動運転技術、システム、インフラについて実現する

ため、技術開発、性能評価や安全対策の手法の開発、事業面・制

度面の環境整備等を検討 。 

d) その際、国内外のビジネスや制度の動向を把握・分析するととも

に、関係省庁や業界における取組との連携を促進。 

無人自動運転サービスの実装に向けては、走行環境や運行形態、技

術開発の進展やコストといった要素を踏まえ、様々な技術、システム、

インフラを最適に組み合わせ、従来人間が行っていた運転操作を代替

する11ことが重要である。無人自動運転サービスは確立されたもので

はなく、事業化に向けては、①ユースケースの設定、②走行環境や運

行条件の設定、③車両技術、システムの開発や選定、インフラ、周辺

技術の開発や整備、④シミュレーション、テストコース、公道での技

術実証、⑤サービスの実証、といった一連のプロセスが必要となるが、

これらのプロセスは、一方向で進めるのではなく、途中で得られた課

題等を踏まえ、見直しながら進めることが必要である。 

以上の観点から、具体的に 2021 年度から 2025 年度までの 5 年間に

取り組むべき次期プロジェクトとして、以下 4 つのテーマについて検

討を行い、テーマごとの将来像と取組方針を工程表の形で整理すると

ともに、工程表に基づく方針を整理した。 

 

(1) テーマ１. 2022 年度に限定エリア・車両での遠隔監視のみ（Lv4）

で自動運転サービスの実現に向けた取組 

＜将来像＞ 

2022 年度をめどに限定エリアにおいて、遠隔監視のみ（Lv4）で自

動運転サービスを実現するとともに、遠隔監視のみ（Lv4）の基本的な

事業モデルや制度設計を確立することを目指す。 

 ＜取組方針＞ 

 まずは廃線跡等の限定エリアにおいて、低速車両による遠隔監視の

み（Lv4）自動運転サービスを実現する。そのために必要な技術の確立

のみならず、事業性のあるビジネスとしての運用を達成する。また、

こうした成果を制度設計に反映するため、随時関係省庁に情報共有を

行う。 

 
11 技術、システム、インフラによる代替が難しい部分については、遠隔での監視/操作で補完す

ることもある。 
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こうした観点から、表１の通り将来像達成に向けた主要課題につい

て整理した。事業面では、遠隔監視者の役割・走行以外のタスクなど

の運行条件の整理・評価や、事業モデルの整理が主要な課題である。

技術面では遠隔システムの安全性・使用性や通信技術のコスト・品質

が主要な課題である。また、制度面でも Lv4の制度設計を関係省庁で

検討していくことが重要である。 

こうした課題を解決していくために、図６にある通り、次期プロジ

ェクトとして公募を行い、官民共同で取組を進める。2021 年度の取組

としては、事業面では遠隔監視での１：３の運用や、乗客乗降時の安

全確保や緊急時対応等の走行以外のタスクの対応に関する実証評価

を行うとともに、先行地域での遠隔監視のみのサービス検討・事業性

分析により事業モデルの整理を実施する。また、技術面では車両・シ

ステムの開発を並行して進め、遠隔監視システムのセキュリティ対策

やインターフェースの改善、通信技術のコスト削減・品質向上に向け

た取組を進めていく。 

2022年度には、開発された車両・システムを活用し、１：N の拡大

やほかのタスクとの併用に関する実証評価や、走行以外のタスクの対

応に係る体制の構築を進めるほか、遠隔監視のみのサービスのポテン

シャルを分析し、事業モデルの展開を進めていく。 

並行して、これら次期プロジェクトの取組状況に関し、随時関係省

庁に情報共有することで、関係省庁と協調しての検討を進め、Lv4 の

制度設計を推進する。 

 
図６.次期プロジェクトテーマ 1 工程表 
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表 1.次期プロジェクトテーマ 1 の実現に向けた課題 
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(2) テーマ２. さらに、対象エリア、車両を拡大するとともに、事業

性を向上するための取組 

＜将来像＞ 

2025年度までに、多様なエリアで、多様な車両を用いた無人自動運

転サービス（Lv4）を 40カ所以上で実現するとともに、多様なサービ

スに展開できる事業モデルやインフラ・制度を構築する。  

＜取組方針＞ 

 多様なエリアや多様な車両による自動運転サービスを想定して、

ODD・運行条件に応じて仕様・機能を選定できる車両やシステムの開発

を進めるとともに、ODD の類型化、事業モデル、インフラ・精度の構

築によって効率的な横展開を推進していく。 

こうした観点から、表２の通り将来像達成に向けた主要課題につい

て整理した。技術面では ODD に応じた最適化や、自動運転バスの高度

化・多様化、遠隔システムの高度化、インフラ等との連携が主要な課

題としてあげられる。事業面では、ユースケースの整理や事業モデル

の検討等を通じたユースケースの検討や、ODD の設定、遠隔監視者/車

内乗務員の役割の検討を通じた走行環境、運行条件の整理、評価が主

要な課題としてあげられる。これら技術・事業面での課題に加えて、

無人自動運転に対応した制度・インフラに関する検討も重要な課題で

ある。 

こうした課題を解決していくために、図７にある通り、次期プロジ

ェクトとして公募を行い、官民共同で取組を進める。2021 年度から

2022年度にかけて事業面の課題に対する初期的な検討を実施する。具

体的には、現時点で想定されるユースケースを整理するとともに、

MaaSによるほかの移動手段との連携や、自動運転車の運行・維持管理

モデルなどの事業モデル検討を行う。また、車両・システム等に応じ

たODDの類型化を行い、ODDごとに安全性評価手法の検討を行うほか、

遠隔監視者/車内乗務員の役割について、走行時/それ以外のタスクに

応じた整理を行い、走行環境、運行条件の整理、評価を進める。技術

面では、2021 年度から 2022 年度にかけて、将来像の達成に必要な技

術を実現することを目指す。具体的には、自動運転バスの高度化・多

様化に向けた取組として、走行環境・サービスの拡大を目指した車両

開発を進めるほか、テーマ 1,4との横断的な取り組みにより遠隔シス

テムの高度化や、インフラ等との連携について検討を進める。また、

NEDOにおける先導研究を活用し、ODDに応じた車両の最適化について
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も検討を進める。 

2023 年度以降は、2022 年度までに開発された車両・システムを活

用し、多様な走行環境・運行条件に応じて多様な車両・システムを活

用した技術・サービスの実証を行うとともに、データ連携・収益モデ

ル等の進展に応じて事業モデルを発展させる。また、技術開発・低コ

スト化の進展に応じ、ユースケースの拡大も進めていく。 

こうした取り組みの成果を踏まえ、並行して自動運転車に対応した

インフラ・制度の検討を進めるほか、無人化時の旅客運送の在り方に

ついて検討を進める。 

 
図７．次期プロジェクトテーマ２工程表 
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表２．次期プロジェクトテーマ２に向けた主要課題 

 

 

 

(3) テーマ３．高速道路における隊列走行を含む高性能トラックの実

用化に向けた取組 

＜将来像＞ 

2025 年以降に高速道路での Lv4 自動運転トラックやそれを活用し

た隊列走行を実現する。また、これらを車両技術として実現するだけ

でなく、運行管理システムや必要なインフラ、情報など事業化に必要

な事業環境を整備する。 

＜取組方針＞ 

 これまでの後続車無人隊列走行実証の成果を活用しつつ、Lv4 自動

運転トラックの開発を進めていく。大型車には、停止までに時間がか

かる点、一度接触事故が発生すると大きな被害をもたらしうる点など

の特性がある。そこで、安全な運行を実現するため、道路情報等を活

用した運行管理システムを整備することが重要である。また、取組成

果をインフラ整備・制度設計に反映するため、随時関係省庁に情報共

有を行う。 

こうした観点から、表３の通り将来像達成に向けた主要課題につい
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て整理した。技術面では、Lv4 車両の開発や、ODD に応じた車両の最適

化、高速道路のデジタル化などが主要な課題としてあげられる。事業

面では、Lv4 を前提とした事業モデルの検討や、事業性分析が主要な

課題としてあげられる。これら技術・事業面での課題に加えて、高速

道路での Lv4 自動運転トラックに対応した制度・インフラに関して検

討を進めることも重要である。 

こうした課題を解決していくために、図８にある通り、次期プロジ

ェクトとして公募を行い、官民共同での取組を進める。2021 年度のう

ちに、事業面では大型車の特性を踏まえた ODD コンセプトの検討や、

車内乗務員の役割・能力の明確化、運行管理システムのコンセプト検

討等を進めるとともに、技術面では後続車無人隊列走行技術を応用し、

隊列形成・解除を柔軟化した Lv4検証用車両の開発を実施する。また、

2021 年度から 2022 年度にかけて、Lv4 を前提とした事業モデルの検

討や、インフラ支援を見据えた事業性分析、トラック以外への展開の

可能性分析などを通じ、事業モデルの検討を進める。 

これら ODD コンセプトや事業モデルに関する検討結果や、Lv4 検証

用車両を活用し、2022 年度には ODD コンセプト等の実証評価・確立を

進め、その後 ODDコンセプトに基づく事業モデルの実証評価を実施し、

事業者による受容性を検証する。また、こうした実証評価の取組と連

携する形で、道路情報等を活用した運行管理システムの実証評価・確

立に向けた取組を進めていく。 

こうした ODDコンセプトや運行管理システムの実証評価における成

果を踏まえ、2023年度以降、民間における車両システム開発及び、市

場化に向けた開発が進むことが期待される。次期プロジェクトでは、

民間での開発動向と相互に連携しつつ、2024 年度以降に、大型 4社マ

ルチブランドでの協調走行の実証評価を実施する。 

他省庁においても、高速道路のデジタル化や、情報提供体制に関す

る検討が進んでいる。次期プロジェクトの推進にあたっては、特に Lv4

検証用車両の開発や、運行管理システムの実証評価・確立に際し、他

省庁の関連プロジェクトとの相互連携を重視していく。 

また、次期プロジェクトの成果については、随時関係省庁に共有す

ることで、各取組に並行して高速道路での Lv4 自動運転トラックに対

応したインフラ・制度の検討を進めていく。 
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図８．次期プロジェクトテーマ３工程表 

 

 
表３．次期プロジェクトテーマ３に向けた主要課題 

 

 



 

 

 

 

 

28 

 

 

(4) テーマ４．混在空間で Lv4 を展開するためのインフラ協調や車車

間・歩車間の連携などの取組 

＜将来像＞ 

2025年頃までに、協調型システムにより、様々な地域の混在交通下

において、Lv4 自動運転サービスを展開する。また、モデル地域を定

めて、地域の道路環境・交通状況等の特性に応じて、最適な協調型シ

ステムの導入を進める。協調型システムの導入にあたっては、Lv4 だ

けでなく、Lv3 以下や他のモビリティなどの運転・運行支援にも活用

できるシステムを導入する。 

＜取組方針＞ 

 協調型システムありきではなく、地域の特性別にユースケースを整

理したうえで、地域の特性に応じた協調型システムの導入を促進する。

また、協調型システムの導入・維持コスト低減等の観点から、Lv4 だ

けではなく、Lv3 や他のモビリティでの活用も視野に入れて、事業モ

デルやデータ連携スキームを検討していくことが必要である。さらに、

協調型システムについては海外でも開発・実証が進んでいることを踏

まえ、国内外での開発・導入状況を踏まえつつ、規格化・標準化を進

め、業界・国際的な協調が取れた形で開発・導入を促進していくこと

が重要である。 

こうした観点から、表４の通り将来像達成に向けた主要課題につい

て整理した。事業面では、協調型のユースケースや事業モデルの検討、

モデル地域での技術・サービス実証が主要な課題としてあげられる。

技術面では、協調型システムの国際動向の分析と、それを踏まえた戦

略の作成、協調型システムの性能評価、標準化、データ連携スキーム

の検討、協調型システムの評価環境の整備が主要な課題としてあげら

れる。これら技術・事業面での課題に加えて、関連プロジェクトとの

連携や、協調型システムに対応した制度・インフラに関して検討を進

めることも重要である。 

こうした課題を解決していくために、図９にある通り、次期プロジ

ェクトとして公募を行い、官民共同での取組を進める。2021 年度から

2022年度にかけて、事業面では地域特性別の協調型のユースケースの

類型化や、Lv3 以下での活用について検討するほか、協調型の事業モ

デルについて、導入形態別に整理し、維持管理のコスト負担、体制に

ついて検討する。さらに、これらの検討を踏まえ、モデル地域におけ
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る先導調査として、協調型システムを導入した時の効果・社会受容性

等について検討する。技術面では、協調型システムの国際動向につい

て分析・戦略作成を進めるとともに、協調型システムの性能評価・比

較や、規格・類型化、データ連携スキームの検討と仕様作成、デジタ

ルツイン等を活用した協調型システムの評価環境（テストベッド）の

構築を進める。 

2023 年度以降は、2022 年度までのユースケースに関する検討を踏

まえ、モデル地域において技術・サービス実証を行い、地域と連携し

たモビリティサービスの実用化に向けた連携構築を進める。このモデ

ル地域における実証の推進にあたっては、協調型システムの評価環境

（テストベッド）を活用した検証・アップデートに関する取組と連携

し、デジタルツインによりモデル地域における実証の検証を行う。ま

た、協調型システムの国際協調・標準化に向けた提案活動も進めてい

く。 

また、協調型システムに関連する取組として、SIP など関係省庁に

おいても様々な取組が進むことから、次期プロジェクトの期間を通じ

て随時関連プロジェクトとの連携を進めていく。 

これら次期プロジェクトの成果を踏まえつつ、並行してインフラ・

制度の検討を進め、協調型システムに対応したインフラ整備の在り方

の検討や、スーパーシティ等の制度を活用した規制改革の推進にも取

り組んでいく。 

 

 
図９．次期プロジェクトテーマ４工程表 
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表４．次期プロジェクトテーマ４に向けた主要課題 

 

 

(5) 次期プロジェクトの進め方 

以上の 4つのテーマについて、無人自動運転サービスの実現及び普

及に向けた次期プロジェクトとして、今回取りまとめた工程表に基づ

き、事業者を公募し、2021 年度からプロジェクトを開始する。本プロ

ジェクトは、技術開発や実証実験にとどまらず、社会実装を目指した

取組であることから、公募に当たっては以下の点を条件とすることと

する。 

① 事業化まで見据えて、車両メーカー、ディーラー、運送事業者、

インフラ管理者などの関係機関との連携、協力体制を構築する

こと。 

② 成果の横展開に向けて、成果発表会を行うなど情報発信に取り

組むこと。 

③ 必要に応じて、国、自治体、民間の関連プロジェクトと連携し

て、効率的に取組を進めること。 

④ 国際的な事業展開も見据えて、国際標準化や国際協調に取り組

むこと。必要に応じて、海外のプロジェクトとの連携も検討す

ること。 

⑤ インフラや制度など環境整備に係る課題については、プロジェ

クト所管省庁を通じて、関係省庁に情報提供を行うこと。 
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⑥ 国内外の動向をタイムリーに把握分析し、機動的かつ戦略的に

事業を推進すること。 

 4 つのテーマの中には、協調型システムの構築や、利用者目線での

評価等、横串で検討すべき課題もあるので、プロジェクト全体として

の推進体制を構築した上で、テーマ間で相互に連携しつつ取り組むこ

ととする。 

プロジェクトを通じて、車両だけでなく、通信、システムなどの関

係事業者が連携し、社会実装に向けて事業環境の整備などの共通課題

への対応や標準化など取組を進め、協調領域を拡大することによって、

我が国の産業競争力強化を目指すこととする。 

本プロジェクトは、Lv4 自動運転サービスの実現及び普及を目指す

ものであるが、Lv2、3 や他のモビリティなどに成果を展開し、共通化

を図ることによって、波及効果の最大化を目指すこととする。 

また、自動運転に留まらず、CASE やカーボンニュートラルといった

自動車関連産業を取り巻く大きな動きを踏まえつつ、持続可能なモビ

リティ社会の実現を目指し、プロジェクトを推進するものとする。 

自動 走行ビジネス検討会において、定期的にプロジェクトの進捗

状況を評価し、必要に応じて、事業内容や実施体制の見直し等を行う

こととする。 
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4. 無人自動運転サービスに実現・普及に伴う都市・交通システムの将来像 

2020 年度の自動走行ビジネス検討会では、「無人自動運転サービス

の実現及び普及に向けたロードマップ」の具現化に向けて、次期プロ

ジェクト等の検討を行った。 

我が国において無人自動運転サービスを広く展開・活用していくた

めには、自動運転の技術開発を行うだけでなく、実際の都市・交通シ

ステムの中で、どのような主体がサービスを提供し、誰がどのように

利用するのかなど、ユースケースを想定しながら、取り組むことが重

要である。 

そこで、無人自動運転サービスのユースケースを想定できるように、 

「無人自動運転サービスが実現・普及した都市・交通システムの将来

像」をアニメーションにより分かりやすく表現した映像コンテンツを

制作 し、無人自動運転サービスの実証実験等に取り組む事業者や地

域の関係者にシンポジウムやウェブサイト等を通じて情報発信を行

うこととした。 

映像化するユースケース は多様な地域やサービスに対応したもの

とし、次期プロジェクトのテーマを踏まえつつ、以下の 4 つを取り上

げることとした。 

 

① 地方部で遠隔監視による複数台の無人低速モビリティの運行 

地方部の駅やバスターミナルなどの交通拠点から、公共施設や集客

施設までの 2 次交通手段として、遠隔監視システムにより 3 台以上の

無人低速モビリティを運行することで、乗客だけではなく、モノやサ

ービスの移動も可能になる将来像を描く。 
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図２.地方部で遠隔監視による複数台の無人低速モビリティの運行 

 

② 地方都市のさまざまなエリアでのレベル 4BRT、オンデマンドバス 

地方都市で、住宅地や中心部など拠点間をつなぐ交通手段として、

レベル 4ＢＲＴやオンデマンドバスを活用し、交通需要に併せてサー

ビスを提供する将来像を描く。 

 
図３.地方都市のさまざまなエリアでのレベル 4BRT、オンデマンドバ

ス 
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③ 都市から都市へ。高速道路でのレベル 4 トラックの運行 

高速道路での幹線物流として、レベル 4 トラックが、高速道路の混

雑・規制状況に応じて、地域、時間帯を選んで運行。複数台の走行時

には車車間で通信し、隊列の形成、解除をシステムが判断。高速道路

に隣接する物流センターでは一般トラックへの荷物の積み替えを行

う将来像を描く。 

 
図４.都市から都市へ。高速道路でのレベル 4トラックの運行 

④ 大都市で人と車が混在する中での自動運転サービス 

 大都市の市街地での人と車が混在する状況の中、インフラや他の車

両からの情報を活用しつつ、自動運転サービスカーが人や車を避けな

がら、安全かつスムーズに運行している。また、住宅・オフィス、店

舗までのファイナルマイルは、小型モビリティや自動配送ロボットな

どによって、乗客やモノを最終目的地までシームレスに輸送する将来

像を描く。 
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図５.大都市で人と車が混在する中での自動運転サービス 
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5. 各協調領域の取組（関係機関に確認中） 

自動走行ビジネス検討会では、自動走行の将来像実現に向けた課題

のうち、各社の個別的な取組ではなく、協調的な取り組みが必要と考

えられる領域を「協調領域」と定義し、2018 年度までに 10 分野の協

調領域について整理を行ってきた。 

(1) 重要 10 分野全体の関係性 

 2019 年度以降は「自動走行の実現に向けた取組方針」Version3.0 及

び Version4.0 に基づき、引き続きこの 10 分野を重要協調領域として検

討取組を行った。 

 

＜必要な技術等＞ 

レベル 3～5 の実現に向けては、まず、高精度地図と車載センサー

により得た情報から自車位置を特定12した上で、車線情報を得つつ、

目的地を設定する技術【地図】が必要となり、車載センサーにより周

辺環境を認識しながら走行する技術【認識技術】が必要となる。その

際、必要に応じ、通信インフラにより合流や右折時等の死角情報を認

知する技術【通信インフラ】が有用となる。 

走行に当たっては、周辺車両等の挙動を先読みし、障害物が無いと

判断する技術【判断技術】が必要である。 

走行中は、アクセル、ブレーキ、ステアリングの制御技術に加え、

車両システムの故障時、センサー等の性能限界時、ユーザーによる誤

操作・誤使用（ミスユース）時には、車両システムが確実にトラブル

を検知し安全を確保する技術【セーフティ（機能安全13等）】が必要で

あり、また、サイバー攻撃等を受けた場合にも、車両システムが確実

にトラブルを検知し安全を確保する技術【サイバーセキュリティ】が

必要である。 

また、レベル 3でも、運転者は引き続き安全運転の義務等を負うこ

とから、運転者の居眠り等を防ぐため、車両システムが運転者の状態

を把握する等の技術【人間工学】が有用である。 

これらの技術開発には、核となるサイバーセキュリティを含めたソ

フトウェアに関する人材確保・育成等に係る開発環境の整備【ソフト

ウェア人材】が必要である。更には、自動運転車を社会実装するため

 
12 冗長性を確保するため、測位衛星（GPSや準天頂衛星等）による高精度な自車位置特定技術も

検討が進められている。 
13 故障時における安全設計を指す。 
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には、責任の在り方の整理を含めた社会受容性の向上【社会受容性】

が必要であるとともに、これら技術が組み合わさって構成されたシス

テムの安全性を評価する手法【安全性評価】が必要である。 

 

＜協調分野の特定＞ 

今後、我が国が競争力を獲得していくにあたり、上記必要な技術等

のうち、現時点において、企業が単独で開発・実施するには、リソー

ス的、技術的に厳しい分野を考慮し、昨年度までに自動走行に係るテ

ーマから重要となる 10分野を協調領域として特定した14。 

※10分野＝地図、通信インフラ、認識技術、判断技術、人間工学、 

セーフティ（機能安全等）、サイバーセキュリティ、 

ソフトウェア人材、社会受容性、安全性評価 

更に、重要 10 分野に対して、我が国として協調すべき具体的取組

を抽出するにあたり、大きく「技術開発の効率化」と「社会価値の明

確化・受容性の醸成」の 2つの具体的取組として整理し取組を進めた。 

 

「技術開発の効率化」については、更に、アセット（試験設備、デ

ータベース、人材）の共通化と開発標準や開発段階における評価方法

の共通化という 2つの協調内容に分けることができる。 

アセットの共通化については、基盤地図のデータ整備・更新、認識・

判断技術に活用できるデータベース等の整備と民間における運用、自

動走行用テストコースの活用、更には、ソフトウェア人材の獲得に向

けたイニシアティブの検討等の協調が考えられる。 

開発標準や開発段階における評価方法の共通化については、組込ソ

フトウェアのスキル標準の活用拡大、モデルベース開発、モデルベー

ス評価など開発・評価手法の効率化、業界ガイドライン、サプライヤ

ーからメーカーへの技術が提供される際の認証の仕組みの策定、更に

は、セーフティ／サイバーセキュリティに関する国際共通ルール及び

開発ツールの整備等の協調が考えられる。 

「社会価値の明確化・受容性の醸成」については、事故低減効果の

明確化などの社会的意義の提示、ユーザーの自動走行システムの理解

度向上、民事／刑事上／行政法上の責任論の整理や必要なインフラの

明確化といった個社では決めることのできない課題への取組が協調

 
14 「今後の取組方針」において重要 8 分野を協調領域と位置づけ、「自動走行の実現に向けた取

組方針」においてソフトウェア人材の重要性が高まってきたことを踏まえ 9分野に拡充し、「自

動走行の実現に向けた取組方針 Version2.0」において、安全性評価を 10分野目に加えた。 
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領域として挙げられる。 

特に、アセットの共通化については、産学官が協調しながら、どの

ようなデータが共通化・共有できるのか重点的に検討を進め、今後の

産業競争力強化につなげることが重要となる。 

(2) 重要 10 分野における取組方針 

自動車メーカー、サプライヤー等のニーズ及び車両側の技術から検

討した工程表を作成し、既存の取組を継続、必要に応じて拡充するこ

とで自動走行の将来像の実現を加速させる。この重要 10 分野に関し

ては、取組の進捗状況について定期的に点検し、海外動向や技術の進

展、産業構造の転換等状況の変化に応じて柔軟に取組の見直しや新た

な対応を検討・実行していく。また、10 分野は完全に独立しているわ

けでなく分野の関係性の認識も重要となる。そのため、分野毎の進捗

含め、全体を俯瞰して取り組むことが重要となる。 

 

Ⅰ．地図 

 自動走行に活用する高精度地図の整備に向けては、①ビジネスモデ

ル（整備範囲、仕様、費用負担（整備主体の決定含む）、更新頻度）の

明確化、②データ整備・更新に係るコスト低減のための技術開発、③

データフォーマットの国際標準化やグローバルに自動車を商品化す

るための海外展開が必要となる。なお、DMP社は 2019年 4 月末に INCJ

等からの増資を得て、高精度三次元地図を整備・保有する米国企業

（Ushr 社）の買収手続を完了した。 

 

（協調のポイント） 

➢ ビジネスモデルの明確化 

➢ 地図データ整備・更新に係るコスト低減 

➢ 海外展開 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

高速道路については 2016 年度に方向性（ビジネスモデル）が概ね

合意15され、一般道路については 2017 年度に特定地域（東京 2020 実

 
15 高速道路については、自工会自動運転検討会がとりまとめた、「自動運転用 高精度地図に関す

る推奨仕様書（2016年 11月）」に基づき、ダイナミックマップ基盤株式会社（DMP社）が地図

データを整備しており、2017年度は日本の主要な高速道路 1.4万 kmを整備した。2018年度中

に日本全国の高速道路 3.0万 kmを整備、販売を開始した。 
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証地区）16での実証を通して整備範囲や仕様等を決定していく方向性

を提示したところ。 

2020年頃の高速道路における実用化及び東京臨海部実証に向け、内

閣府 SIP 第 1 期の成果に基づき、DMP社は 2018 年度中に高速道路全道

路の高精度三次元地図データの整備を完了した。また、内閣府 SIP 第

2 期等では 2019 年度中に一般道路における特定地域（東京 2020 実証

地区）での実証実験に必要な高精度三次元地図データを整備した。 

また、一般道路における整備方針を早期に決定することが協調にお

いては重要であることから、特定地域（東京 2020 実証地区）での実証

を踏まえた整備方針を 2021 年度末までに検討していく。交通事故削

減に向け幹線道路を念頭にしつつ、全国での各種自動運転実証などと

も連携し、随時整備範囲を拡大していく。更には、引き続き、高速道

路、一般道路それぞれについて自動図化更新技術等の開発を推進し、

コスト低減に取り組むことが重要である。同時に、データフォーマッ

トの国際標準化を推進するとともに、海外展開17や海外における地図

データとの整合性を図っていく。 

 また、高精度な地図の検討に併せて、サービス性、リアルタイム性

を持ったダイナミックマップの構築に向けては、①プローブデータ等

の自動走行に活用する動的情報等の取り扱いを決定、②動的情報等の

高精度地図への紐付け、③費用負担の効率化を図るため高精度地図デ

ータを含めた地図データの自動走行分野以外への展開等が必要とな

る。 

 

（協調のポイント） 

➢ プローブデータの活用方法（自動走行分野） 

➢ 動的情報等の紐付け 

➢ データの他分野展開 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

 
16 自工会において検討している、東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける自動運転実

証地域を想定。羽田地区、臨海副都心地区を予定。内閣府 SIP第 2期においては東京臨海部実

証実験を実施する地域として特定（臨海副都心地域、羽田空港地域、羽田空港と臨海副都心等

を結ぶ首都高速道路）。 
17 北米地域において、DMP が同社仕様に基づくサンプル地図をデータ化し、国内外の OEM・主要

サプライヤーへ配布した（シリコンバレー地区幹線道路 40km）。欧州についても、DMPが（独）

HEREと議論を開始。 
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2017-18 年度の大規模実証18におけるダイナミックマップ等の実証

を通して、プローブデータの活用方法、仕様等の検討を 2016-18 年度

で実施。プローブデータに関しては、活用目的含め、現時点では未決

定事項が多い一方、個社で実施できる部分は限られるため、活用目的

を明確化し協調することが早期の整備には重要となる19。 

内閣府 SIP 第２期及び DMP社においては、道路変化情報や車両プロ

ーブ情報等を活用した道路変化点抽出技術、高精度三次元地図との紐

付け処理及び更新箇所特定技術など、地図更新が必要な箇所を効率的

に特定する技術を開発することで、高精度三次元地図のメンテナンス

サイクル短縮、そのコストの低減を図る事としている。また、内閣府

SIP 第２期においては、道路の車線レベルでの道路交通情報（動的情

報等）の収集と活用に関する技術仕様を作成し、自動車・ナビメーカ

ー等の有する民間のプローブ情報を加工し、道路の車線レベルの道路

交通情報を提供する実証実験を実施している。特に道路変化点抽出技

術については、2020 年度の取組を通じて、道路変化抽出の精度向上に

資することが確認できた。 

 

Ⅱ．通信インフラ 

 通信インフラとの協調の確立に向けては、どのような場面において

情報が必要となるのか具体化を図る必要があることから、①高速道路

における合流や一般道路における右折時等の死角情報の必要性につ

いてユースケースを設定した上で、②実証場所、車両とインフラ設備

との路車間通信等の必要となるインフラ・仕様を決定し、③環境整備

に取り組む必要がある。 

 

（協調のポイント） 

➢ ユースケースの設定 

➢ 必要となるインフラの選定 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

特定地域（東京 2020 実証地区）での実証に向け、実証場所・ルート

案の策定、ユースケースの整理、必要な情報の整理を自工会において

 
18 内閣府 SIP第 1期による大規模実証実験において、整備した基盤地図約 758kmを活用して 2017

年度に実験を実施。2018年度は、基盤地図の更新やダイナミック情報の配信に係る実験を実施。

2020年度の内閣府 SIP第 2期の東京臨海部実証実験に於いても引き続き検討を推進。 
19 地図の不良による事故時の対応についてもコストに大きく影響するため、ビジネスモデルの中

で合意を図ることが必要。 
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行い、関連団体に提示したところ。関連団体と連携し、2018年度中に

実験仕様・設計要件を設定した。 

内閣府 SIP 第２期においては、東京臨海部実証実験で必要となる交

通インフラの整備を行い、2019 年 10 月から順次、実証実験を開始し

た。その際、様々な通信技術の活用を視野に入れながら、インフラの

機能や装備が過多にならないように、また、グローバル化の波として

セルラー系の技術20も見据え、2019 年 9 月に設置した「協調型自動運

転通信方式検討 TF」で、関係省庁・業界とともに、ユースケース及び

課題の整理を開始し、2020 年 9 月に「SIP協調型自動運転ユースケー

ス-2019 年度協調型自動運転通信方式検討 TF 活動報告-」として検討

結果を公表した。また、東京臨海部実証実験については、実験参加者

からの協調型自動運転の実験環境の継続要望及び自工会との試乗会

イベントの延期を受け、当初の予定から実証実験を 1年延長し、21年

度も継続して実施することとした。特に通信インフラに関する新規の

取組として、20 年度の実証実験内容に新たな交通環境情報（車線別渋

滞末尾情報、緊急車両情報、気象情報、事故情報、セルラー経由での

信号情報等）を追加し、広域情報（V2N）配信の実交通環境下での実用

性実証実験を行うことを予定している。 

この他、車内外の通信量の増加に伴う車両内の通信ネットワークの

高速化について、車載 Ethernet の配線やハードウェア要件の業界ガ

イドラインの策定が JASPAR において進められている。 

 

Ⅲ．認識技術、Ⅳ．判断技術 

認識技術、判断技術の高度化に向けては、①海外動向に鑑みた最低

限満たすべき性能基準とその試験方法を順次確立し、②試験設備や評

価環境等を整備するとともに、③開発効率を向上させるために走行映

像データ等のセンシング情報、運転行動や交通事故等のデータベース

を整備していく必要がある。 

 

（協調のポイント） 

➢ 最低限満たすべき性能基準とその試験法の確立 

➢ 試験設備や評価環境等の整備 

➢ 活用目的に沿ったデータベース整備 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

 
20 ハードウェアについても、周波数帯の変化に応じて対応できるような開発が必要。 
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性能基準とその試験方法については、JARI（一般財団法人 日本自

動車研究所）が、2017 年 3 月に整備した自動運転評価拠点「Jtown」
21を活用して、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイ

ドライン」22に基づく安全確保措置を評価する、事前テストサービス23

を 2018 年 2 月に開始したところ。また、データベースについては、

JARI において認識・判断データベース24の構築を検討してきており、

このうち、走行映像については他業界の多用途への適応に向け、サン

プルデータの公開25を行ったところ。 

今後、性能基準とその試験方法に関しては、現在高速道路で検討が

進んでいる自動操舵に対する国連法規を一般道路用の基準に拡大す

る等の国際的動向等に鑑みつつ、自動運転評価拠点「Jtown」を活用し

ながら、一般道路における自動走行導入を見据えて、試験方法の検討

を順次推進し確立していく。認識・判断データベースや交通事故デー

タベースについては、後述する安全性評価に活用するシナリオデータ

の策定等を目的として活用していくことに加えて、利用希望者の負担

の下、データベースの活用を進めていく。なお、ドライブレコーダー

の記録に関しては、今後、事故原因特定のための証明等に活用される

ことが考えられるが、書き換えや流出のリスクを抑える仕組みづくり

が必須となる。特に交通事故データの活用に向けては、2020年度から

ITARDA による自動運転事故調査チームの立ち上げに向けた取組が開

始した。 

内閣府 SIP 第２期及び経産省では、運転自動化レベル 3、4 の自動

運転技術を装備した試験車両を開発し、東京臨海部等の公道における

走行実証実験を通じて、市街地の一般道でのレベル 3、4 相当の自動

運転車の安全な走行に有用な交通インフラの技術水準及び配置の在

り方の検討に資するデータを得るとともに、当該交通インフラの下で

の自動運転システムに関する認識及び判断の技術的な要件を明らか

にする取り組みを実施してきた。2020 年度末の成果を確認し、内閣府

 
21 産官学連携による自動運転技術の協調領域の課題解決と将来の評価法整備に取り組むため、

経済産業省の補助事業を活用して、既設の模擬市街路を刷新し、自動運転評価拠点として建

設したもの。 http://www.jari.or.jp/tabid/142/Default.aspx  
22 警察庁が、自動走行システムを用いて公道実証実験を実施するにあたって、交通の安全と円

滑を図る観点から留意すべき事項等を示したもの。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/gaideline.pdf  
23 http://www.jari.or.jp/Portals/0/resource/press/Press_2018_1_15.pdf 
24 「認識・判断データベース」は、SIP-adus、経産省委託事業により構築してきたもので、走

行映像等のセンシングデータや運転行動データのデータベースを構築。 
25 http://www.jari.or.jp/tabid/599/Default.aspx  
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SIP 第２期の終了予定年度である 2022 年度末目途に必要な検討を進

める予定。 
 

Ⅴ．人間工学 

 レベル 3 においては、自動走行中もドライバーは運転に関わる一定

の役割を担い、必要な時に運転タスクをシステムから引き継ぐ必要が

ある。運転引継ぎを迅速かつ確実に行い、安定した手動運転に移行す

るためには、ドライバーがシステムとドライバーの役割に関する充分

な知識と情報を有していること、および自動走行中のドライバーが、

役割分担を確実に実行し、運転引継ぎ準備状態にあること、すなわち

充分な Readinessを有することが重要である。 

また、レベル 3以上の自動運転車と他の一般のクルマや歩行者、自

転車等との混走交通を考えたときに、普段誰もが行っているように、

自動運転車と他の交通参加者との非言語コミュニケーションによる

意思の伝達が、安全、安心、円滑な交通のために重要である。 

以上の背景より、①迅速で確実な運転引継ぎを実行するために必要

なドライバーの知識やシステム情報の特定、②ドライバーの運転引継

ぎ準備状態（Readiness）の定義とそのモニタリング方法の確立、③自

動運転車の路上コミュニケーションを実現する方法の確立の 3課題を、

協調領域における開発・評価基盤と位置付け、安全第一の自動運転技

術として、日本の産業界における開発効率を向上する必要がある。加

えて、世界を巻き込む開発競争において、国際的に協調しつつ日本の

優位性を確保するために、研究成果の国際標準化が重要である。 

 

（協調のポイント） 

➢ 運転者モニタリング要件 

➢ 運転者によるシステム理解 

➢ 自動運転車と他の交通参加者との意思疎通方法 

➢ 国際標準化 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

大規模実証実験を含む内閣府 SIP自動走行第 1 期において、2018 年

度末までに上記 3課題の目標を達成した。並行して成果の国際標準化

（ISO/TC22/SC39/WG8）を進め、2 件のプロジェクトにおいてリーダー

国を務め、2 件のドキュメント発行に至った。他に 3 件のプロジェク

ト（1 件はリーダー国、2 件はメンバー国）が現在も進行中である。 
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内閣府 SIP 自動運転第 2 期においては、第 1期の成果のもとに、①

ドライバー教育制度の設計と検証、②高速道レベル 3以上、および一

般道レベル 2 から手動運転への安全な運転引継ぎ方法の検討、③低速

ラストマイル移動サービスにおける路上コミュニケーション手法の

検討について、警察庁、国交省と連携しながら進めている。国際標準

化活動は継続中である。 

また、日独政府間合意に基づき、自動運転ヒューマンファクター研

究に関する日独連携を立ち上げた。研究計画、成果などの情報交換を

はじめ、人材交流、相互レクチャーリングなどを計画している。さら

に国際標準化活動において、日独のより密接な連携を行うこととして

いる。 

 

Ⅵ．セーフティ（機能安全等） 

安全確保のための機能安全等に係る開発効率を向上させるため、開

発・評価方法の共通化を目指す。開発・評価方法の検討に当たっては、

①ユースケース・シナリオを定めた上で、②車両システムの故障時、

センサー等の性能限界時、ミスユース時における安全設計要件の抽出

とその評価方法を確立する必要がある。また、これらの設計要件は③

国際調和を図っていく必要がある。 

 

（協調のポイント） 

➢ ユースケース・シナリオ策定 

➢ 安全設計の要件とその評価方法 

➢ 国際調和 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

2017 年度は、ユースケース・シナリオ26策定を実施し、センサー目

標性能の導出、設計要件の抽出を完了した。 

2018年度は、後述する安全性評価とも大きく関係してくるが、車両

システム等の故障時、性能限界時、ミスユース時の評価方法を確立・

検証するために、バーチャル環境及びシミュレーターを構築し、実車

での検証も行いながら、評価手法を確立した。当該検証の知見・事例

を広く一般で利活用可能なハンドブックとしてまとめ、2019年度以降

 
26 ユースケース・シナリオの定義については後述する安全性評価の項目を参照。ユースケース・

シナリオは網羅性を確保することが困難なため、この時点においては代表ケースを抽出したも

ので、順次修正・追記していく必要がある。 
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は、ハンドブックの活用を推進している。研究で得た知見やデータは、

国際標準27への提案においてバックデータとしている。 

なお、本研究で得られた知見等を用いた自動運転の安全性評価（後

述）体制については、車両技術の知見や技術を評価するテストコース

を有し、かつ、ユーザー視点でも安心のおける中立機関として、JARI

が主体として体制を構築することが期待されている28。 

また、2020 年度は、実証実験の方針や安全対策の取組に係る情報発

信を促進するため、米 NHTSA におけるセーフティレポートの項目29を

参照しつつ、各社の判断に基づく項目に関し情報発信を行うことを推

奨する日本版セーフティレポート（仮称）について検討した。加えて、

実証実験の方針や安全対策の取組に係る評価のため、走行環境・運行

条件で想定されるリスクを網羅的に評価し、その安全対策をあらかじ

め十分に行う、セーフティアセスメント（仮称）について検討した。

2021年度以降は、セーフティレポートの公開の促進と、セーフティア

セスメントの要件に関する検討を進めていく。 

 

Ⅶ．サイバーセキュリティ 

 安全確保のためのサイバーセキュリティに係る開発効率を向上さ

せるため、開発・評価方法の共通化を目指す。開発・評価方法の検討

に当たっては、①最低限満たすべき水準を設定し、②要件や開発プロ

セス、評価方法を確立する必要がある。これらの設計要件等は③国際

調和を図っていく必要がある。また、④部品レベルで性能評価を行う

評価環境（テストベッド）を構築し協調した対策を向上させる。更に

は、⑤市場化後の運用面において発生したインシデント情報、脆弱性

情報の共有・分析体制を構築し、業界協調により対策を向上させるこ

とが重要である。 

 

（協調のポイント） 

➢ 最低限満たすべきセキュリティ水準 

➢ 安全設計の要件とその評価方法 

 
27 機能安全について ISO26262（第 2 版）、性能限界及びユーザーの誤操作・誤使用について SOTIF

（ISO／PAS21448）が 2018年に発行。 
28 体制の構築に向けては、国際標準も視野に入れ、自動車業界や国内外の大学等の知見等を得つ

つ、連携拠点として設備面や人材面の強化を進める必要があるとともに、セーフティ、セキュ

リティ、ソフトウェア等に係る人材育成の場としても機能することが求められる。 
29 米 NHTSAにおいては、“Automated Driving Systems2.0”の中で、自動運転開発に関わる企業

に対し、12の安全性要素分類に基づくセーフティレポートの公表を推奨している。 
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➢ 国際調和 

➢ テストベッドの活用拡大（評価体制の構築） 

➢ 運用面における情報共有・分析体制の構築 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

2016 年度末までに、最低限満たすべき水準を設定し、国際標準30へ

提案するとともに、国際標準に先行して我が国における業界ガイドラ

イン31の策定を進めているところ。2019 年度はセキュアブート機能要

件、Ethernetのメッセージ認証要求、ネットワーク監視型侵入検知要

件、ECU 脆弱性テスト要件について策定を行った。また、国際基準に

ついては、WP2932傘下のサイバーセキュリティタスクフォース33におい

て、業界も積極的に参加して議論が進められ、2020 年 6 月に UNR155

として承認がなされた。また、ソフトウェアアップデートについても

WP29 において UNR156 として同時に承認されている。それぞれ

ISO21434 及び ISO24089が対応する ISO となる。2020年 3 月に策定さ

れた国連規則案では、OEM に対しサイバーセキュリティにおける「管

理プロセス(CSMS：Cyber Security Management System)の構築」と「型

式認証の取得」、およびソフトウェアアップデートに関する「管理プロ

セス(Software Update Management System)」と「型式認証の取得」を

求めている。また、2017年 4 月に自工会において設立した情報共有体

制である J-Auto-ISAC WG について、2021 年 2月に社団法人化を行っ

ており、今後後述のソフトウェア人材育成の強化にも活用していく予

定。 

今後は引き続き、国際基準・国際標準の議論に積極的に関わるとと

もに、テストベッドの活用方法について 2021 年度も引き続き検討を

行う（2019 年度は警察大学校での研究等に活用）。更には、自動車に

特化されたものではないが、米国において Cybersecurity Framework34

 
30 ISO21434が 2020年に発行予定。サイバーセキュリティについては、米国 SAEとの JWG（Joint 

Working Group）により進行中。 
31 JASPARにおいて、OEMサプライヤーが実施する評価ガイドラインを策定予定。 
32 国連欧州経済委員会（UN-ECE）の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）。 
33 WP29において策定されたガイドライン「Cybersecurity And Data Protection」（2016年 11月

の ITS／AD で合意、2017 年 3 月の WP29 で成立）の技術的要件を定めるために、2016 年 12 月

に設置されたタスクフォース。 
34 2014 年 2 月に Version1.0 が公表され、サイバーセキュリティ対策の全体像を示し、「特定」、

「防御」、「検知」、「対応」、「復旧」に分類して対策を提示した。2018年 4月に、Version1.1が

策定された。この改訂では、“サプライチェーンリスク管理”“サイバーセキュリティの自己評

価”の重要性が強調されている。 
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が 策 定 さ れ 、欧 州 に お い ても Cybersecurity Certification 

Framework35を検討していく方針であり、これを受け、我が国において

も業界横断型のフレームワークが提案され、業界ごとにフレームワー

クを検討している。こうした動きを踏まえ、自動車工業会の電子情報

委員会サイバーセキュリティ部会において、経済産業省のサイバー・

フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク、国内外のフレームワ

ークやガイドライン、国際標準規定をベースに自動車業界のリファレ

ンスとなるサプライチェーン領域におけるガイドライン（自動車業界

の全ての企業が実施すべき項目を規定）を自工会・自動車部品工業会

において、2020 年 12 月に策定した。Connected、自動走行技術が進展

する中、サイバーセキュリティリスクは増大するため、自動車業界が

活用できるリーズナブルなフレームワークを検討していくことが重

要である。 

なお、評価方法や評価環境の整備等は、IT 業界等の専門家を加え、

他業界での知見、ノウハウを獲得した上で、自動走行に必要なサイバ

ーセキュリティを担保していくことが重要となる。 

 

Ⅷ．ソフトウェア人材 

CASEが進展する中、開発の核となる自動車工学とソフトウェアエン

ジニアリングの両方を担える人材は、我が国において圧倒的に不足し

ており、その発掘・確保・育成に向けた早急な取組が必要となる。①

トップ人材（AI 等）の引き込み・育成、②ボリュームゾーンでの自動

車業界×ITの人材エコシステム構築、③自動車ソフトウェア分野の人

材プールを強固にしていくとともに、自動車業界×IT の人材エコシス

テムのグローバル化を意識して取組を推進していくことが必要とな

る。 

 

（協調のポイント） 

➢ トップ人材（AI 等）の引き込み・育成 

➢ ボリュームゾーンでの自動車業界×IT の人材エコシステム構築 

➢ 自動車業界×IT の人材エコシステムのグローバル化 

 

 
35 ICT 機器とサービスについて、サイバーセキュリティ認証フレームワーク（Cybersecurity 

Certification Framework）を構築し、欧州内におけるサイバーセキュリティ認証制度を確立

することで、欧州におけるデジタル単一市場の信頼性、セキュリティを確保する。なお、これ

は、法の定めがない限り自主的なもの（Voluntary）であり、直ちに事業者に規制を課すような

ものではない。 
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＜進捗状況と取組方針＞ 

これまで、自動走行ソフトウェアに関する技術について、認知系、

システムズエンジニアリング、新しい安全性評価などの各分野に求め

られるスキルを体系整理したスキル標準を策定した。また、自動運転

AIチャレンジ（Japan Automotive AI Challenge）等の産学官の取組

を共有し、自動走行 IT人材戦略36を策定した。これらスキル標準及び

自動走行 IT 人材戦略や自動車業界における人材ニーズ調査結果等を

踏まえ、2020 年度には第四次産業革命スキル習得講座認定制度におけ

る自動運転分野の追加を実施した。今後は、スキル標準に準拠した民

間・大学講座の発掘及び本分野の講座認定を支援し、認定講座の拡充・

普及促進を図る。また、ソフトウェア領域における人材育成の拡充や、

先進技術開発における倫理教育プログラムの開始といった取り組み

については、2021 年度以降自動車技術会中心に推進していく。更に、

グローバル化を意識したエコシステムを構築するため、ASEAN 等のジ

ョブフェア出展や海外大学への寄付講座等人材育成・確保網のグロー

バル化を後押しするとともに、自動運転 AI チャレンジの国際イベン

ト化や企画の拡充を促進していく。 

 

Ⅸ．社会受容性 

自動走行システムへの社会受容性の向上に向けては、①自動走行に

よる効用とリスクを示した上で、②社会・消費者の意識・関心を高め

つつ、技術開発と制度整備を進める必要があり、ユーザーのニーズに

即したシステム開発を進めることが重要である。 

 

（協調のポイント） 

➢ 自動走行の効用とリスクの発信 

➢ 責任論を含め、必要に応じた制度整備 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

責任論を含めた制度整備については、各省庁における議論が進捗し

ており、2018年 6月に政府全体としての制度整備の方針を示す「自動

運転に係る制度整備大綱」37が策定された。自動走行レベルについて

 
36 自動走行 IT人材戦略（2019年 4月 8日）

https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190408001/20190408001.html 
37 「自動運転に係る制度整備大綱」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180413/auto_drive.pdf 



 

 

 

 

 

49 

も「官民 ITS構想・ロードマップ 2018」でとりまとめたレベル 0から

５のレベルが、一般紙の記事等でも広く使用されている38。国民理解

促進のための情報発信については、シンポジウム39や市民参加型受容

性イベント40などを通して、政府として発信を継続している。 

なお、「自動運転に係る制度整備大綱」に基づく取組・検討の結果、

2019 年 5 月 17 日に道路運送車両法（国土交通省）、5 月 28 日に道路

交通法（警察庁）の改正法が国会審議を経て成立し41、本年 4 月 1 日

にこれらの改正法が施行され、一定の条件下でのレベル 3 のシステム

使用が認められ、３月にレベル３の機能を搭載した自動運転車の販売

が開始し、各社における自動運転の事業化が加速化している。今後も、

「自動運転に係る制度整備大綱」に基づき、関係省庁における制度整

備を加速することが重要である。自動走行に関する民事上の責任につ

いては、2018 年 3月に国土交通省の研究会報告書により現在の自賠責

保険制度による事故時の賠償が従来通り行われることが明らかにな

っており、当面の方針は確認されているが、今後の技術の進展を踏ま

えて、海外の制度整備動向の情報収集と国内での継続的な論点整理に

よって社会実装に備えることが望ましい。2019 年度には、自動走行の

民事上責任及び社会受容性に関する研究において、現行法に基づき、

高度な自動運転の社会実装にあたり、主に製造物責任等との関わりに

ついて、海外情報を踏まえて検討し、想定される論点整理を行った。

 
38 経済産業省・国土交通省委託事業「自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究」に

おいて 2020年 1月に全国 12,400人（18－79歳男女）を対象として実施した消費者意識調査で

は、男性の 75.3％以上、女性の 55.1％以上が聞いたことがあると回答。一般消費者目線では、

自動走行レベルが分かりにくいとの指摘もあるため、分かりやすい周知による国民の理解度向

上を図っていく必要がある。 
39 経済産業省・国土交通省委託事業「自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究」に

おいて、2017 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 6 日、2020 年３月 25 日に開催。自

動車業界、移動・物流サービス事業者、法律家、保険団体、一般消費者等が参加。 
40 SIP-adusにおいても、市民を交えた議論を数回実施している。また、内閣府 SIPにおいては、

ワークショップを毎年開催している。経済産業省・国土交通省委託事業「自動走行の民事上の

責任及び社会受容性に関する研究」においては、2018年度からワールドカフェ方式等を用いて

消費者との対話を行っている。2019 年度は、3 回実施した（愛知県日間賀島、茨城県日立市、

沖縄県北谷町）。 
41レベル 3の実用化に対応する道路運送車両法・道路交通法の改正法案が国会審議を経て可決

（道路運送車両法についてはレベル 4も包含）。 

○道路運送車両法の一部を改正する法律案（参議院審議終了年月日：令和元年 5月 17日、公布

年月日：令和元年 5月 24日） 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCBEFA.htm 

○道路交通法の一部を改正する法律案（衆議院審議終了年月日：令和元年 5月 28日、公布年月

日：令和元年 6月 5日） 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCBDDA.htm 
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現時点で早急に解決しなけれれば社会的な問題が発生すると想定さ

れる民事上の法的論点は認められないが、自動運転技術の急速な発展

に伴う新たな法的問題の発生に留意しつつ、有識者と海外の法整備動

向を継続的に確認すること及び検討の場を継続することの重要性を

確認した。2020年度は、2019 年度に続き、メーカーの技術開発動向、

国内外の各種動向を注視しながら主に民事上の責任に関して必要な

取組を整理し、特に製造物責任の指示警告の観点から検討や無人自動

運転サービス（ L4 ）をめぐる役割と法的責任整理を行い、議論のと

りまとめを行った。 

また、自動走行の実用化に当たっては、ユーザーの誤認識や過信を

防ぐ必要があることから、国民の自動走行システムへの理解が必須と

なる。さらに自動走行の移動サービスの早期の実用化には地域住民の

理解と協力が不可欠である。そのため、国民の理解度向上を促進する、

社会への情報発信の強化がより重要となる。 

アンケート等により国民の意見、理解状況等を確認しつつ、 2020

年度は SIPと連携したシンポジウム等を通して自動走行技術について

国民が認識・実施すべきことを広く周知しながら更なる取組を推進し

てきた。さらに、2018 年度には、自動走行による事故低減効果、省エ

ネルギー効果や CO2 排出削減効果等を定量化し、自動走行の効用を明

確化したが、今後、これらの点についても社会への発信強化につなげ

ていくことが重要である。 

加えて、後述する実証プロジェクト、関係省庁における実証プロジ

ェクトや民間による実証プロジェクトが 2017 年度から頻繁に開始さ

れていることを踏まえ、その内容を積極的に発信することで社会によ

り身近になりつつあることを国民に認識してもらい、社会受容性を向

上させていくことが重要である。 

情報発信に際しては、自動運転車に関する正確な技術情報のみなら

ず、自動走行の社会的意義及び社会・消費者のニーズ・要望に即した

形での実現可能性をわかりやすい形で提示することが重要であり、こ

れによって、社会・消費者の理解・納得感を得ることができると考え

られる。 

 

Ⅹ．安全性評価 

2020 年以降に実用化が見込まれている高度な自動走行の実現に向

けて、自動走行に関する様々な分野に関し、国際基準の議論が WP29 に

おいて、また国際標準の議論が ISOにおいて行われている中、これら
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基準・標準を見据えた安全性の評価方法等について議論が行われてい

る。 

自動運転車の実用化に向けては、運転者による運転を前提とした従

来の安全に対する考え方に加え、自動走行システムが車両の操作を行

うことに対応した新たな安全性評価手法を策定する必要がある。また、

自動走行システムを実現するためには複数のセンサーを活用する必

要があり、その組み合わせを実車で評価するには限界がある。そのた

め、バーチャルによるシミュレーションを活用して評価を行う必要が

あり、評価に必要となる①安全性評価シナリオ42、②シナリオデータ

ベース及び③仮想環境プラットフォームの開発が必要となる。 

 

（協調のポイント） 

➢ 安全性評価シナリオ 

➢ シナリオデータベース 

➢ 仮想環境プラットフォーム 

 

＜進捗状況と取組方針＞ 

2016 年度から自工会が業界協調としてユースケースの整理を行っ

ており、2020年度には、自工会において、①自動車業界の開発効率向

上、②国際基準・標準の策定に向けた技術的な共通理解、③海外のプ

ロジェクトと連携推進する際の自工会の考え方を明確にするため、安

全の論理的な網羅性・実行性・透明性を具備した安全論証体系・安全

性評価手法・安全性判断手法の自動車専用道におけるベストプラクテ

ィスをフレームワーク43として公開した。 

2018 年度から開始した交通外乱における安全性評価プロジェクト

（SAKURA プロジェクト44）では、SAE レベル 3 以上の安全性評価手法

を確立するため、自工会が高速道路を体系的に整理した 32 シナリオ

に基づき、自専道における交通流のデータ収集を行ってきた。そのう

 
42 検証範囲の十分性について、自然現象や交通流の組み合わせは無限に存在し、交通環境を分類

して組み合わせるだけでは現実的に検証をやりきれず、十分な検証範囲を確保できない。自動

運転の動的運転タスクを実行するために必要なプロセスを物理原則の異なる認知、判断、操作

の３要素「認知：認識外乱、判断：交通外乱、操作：車両運動外乱」に分解し、プロセス毎に

処理結果に影響を及ぼす要因をシナリオ体系として構造化することで、有限かつ安全の観点で

網羅的な範囲の特定を可能にする。 
43 自工会「自動運転の安全性評価フレームワーク Ver1.0」 

http://www.jama.or.jp/safe/automated_driving/pdf/framework.pdf 
44 SAKURA（Safety Assurance KUdos for Reliable Autonomous vehicles）プロジェクト 

https://www.sakura-prj.go.jp/ 



 

 

 

 

 

52 

ち、国際的にも議論となっている時速 60km 以下の ALKS：Automated 

Lane Keeping System に関するシナリオについて、特に重点的にデー

タ取得・分析・パラメーター範囲の特定及びクライテリアの研究を行

うことで、自動運行装置の国内基準の策定・施行（2020 年 4 月）及び

国連 WP29 国際基準の成立（2020 年 6 月）の検討に貢献した。並行し

て、自専道の交通外乱 32 シナリオにおける網羅的なデータ収集を行

い、本線のレーンキープ及びレーンチェンジ等の優先順位が高いもの

から整理を行い、計 9 シナリオのデータベース化を行った。また、高

速道路よりも複雑な環境である一般道路においては、高速道路のやり

方を活用し、一般道路のシナリオに必要な構成要素の検討を開始した。

また、安全性評価におけるクライテリアの検討については、国際的な

議論を踏まえつつ、継続して検討を行う必要がある。 

国際的な制度調和45に向けては、独等と連携し、安全性評価シナリ

オに関する国際標準（ISO34502）について、日本がリーダーとして推

進し、2021 年 1 月に CD 段階へ移行済み。また仏とも連携し、安全性

保障プロセスに関する国際標準（ISO21448：SOTIF）とも相互参照の形

を作り、国際標準内の位置づけを強化しつつある。基準調和に向けた

意見交換としては、欧 JRC46、独 Bast47等とのバイ会議や一般道適用に

向けた米有力プレイヤーとの協議を行い、引き続き安全性評価に関す

るシナリオの国際調和を図ることを目指す。 

2021年度以降、これまで取り組んできた交通外乱のシナリオモデル

に加えて、認識外乱、車両運動外乱についてもシナリオのモデル化を

進め、自動運転車両トータルで必要十分な安全性評価シナリオが自動

的に生成できるシステムの構築を目指す。交通流データについては、

シナリオとして検証範囲の説明に必要なデータに絞って運用するも

のとし、データ保全コストの無駄を省くとともに、各国と検証範囲の

妥当性について国別の違いも鑑みた根拠の整備を進める。また、国連

等の場において、独含む各国から、一般道路への拡張が提案されてお

り、日本においても一般道路における取組を具体的に進めていく必要

がある。一般道路においては、交通外乱のみならず、認識外乱や車両

運動外乱も含めて検討することが特に重要である。内閣府 SIP 第 2 期

では、DIVP：Driving Intelligence Validation Platform における認

 
45 後述するように、自動車の国際的な安全基準は、国連欧州経済委員会（UN-ECE）の政府間会合

（WP29）において議論されており、我が国も積極的に参加して国際調和活動を行っていることか

ら、安全基準を見据えては、シナリオについても国際調和を図っていく必要がある。 
46 JRC：Joint Research Center（欧州委員会共同研究センター） 
47 Bast：Federal Highway Research Institute（ドイツ連邦道路交通研究所） 
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識外乱に係る仮想環境プラットフォームの開発や、自動運転技術（L3、

4）に必要な認識技術等に関する研究（「Ⅲ．認識技術、Ⅳ．判断技術」

参照）における実環境におけるセンサーの認識限界の評価等が進めら

れてきた。今後は、これらのプロジェクトとより密接に連携し、オー

ルジャパンでの活動を推進していく。 

また、自動運転を社会に実装する上では、安全性評価シナリオ（原

理原則に基づくシナリオベース・アプローチ）に基づいて、合理的に

予見可能で回避可能な範囲を定め、その範囲における全ての交通事故

を防止することが求められる。それらの安全性評価を継続的に実施し

ていくためには、交通外乱・認識外乱・車両運動外乱を含めたシナリ

オデータベースのフレームワークを確立し、開発プロセス等に活用し

ていく必要がある。また、自動運転に限らず、ADAS も含め、システム

が稼働中に発生した事故及びインシデント48の活用を含め、共有の在

り方を検討していく。これらの活動に取り組むにあたっては、単にデ

ータ収集に留まるだけでなく、諸外国の研究機関との先行研究等も参

考にしながら、日本全体として力を蓄えていく必要がある。 

 

 

(3) 今後の協調領域として取り組むことが考えられる課題 

自動走行ビジネス検討会の設置から 6 年となり、自動走行を取り

巻く事業環境は大きく変化してきた。自動車メーカーに加え、米国

の Waymo（Google系）や中国の Baidu などの IT企業も参画し、開

発競争が激化している。直近では、2020 年度を通じ海外で自動運

転移動サービスの社会実装が一段と進んでおり、Waymoは Lv4 の無

人自動運転タクシー（遠隔監視付き）を一般ユーザー向け移動サー

ビスとして提供し始めたほか、GMCruise、WeRide なども 2020 年の

うちに運転席無人での無人自動運転タクシーの公道走行実証を開始

するなど、自動運転は技術開発の段階から限定的ながら社会実装の

段階へと移行しつつある。 

一方で、多様な走行環境や運行条件が存在する中で、網羅的な安

全性が求められる汎用的な自動運転の早期の実用化が難しいことも

明らかになりつつある。海外でも、Lv5 の完全な自動運転車の実現

時期については明確な目標を掲げている国・例はなく、多くが

2030年以降の実現を目安として設定しているにとどまっている。 

 
48 本報告書においては、事故（アクシデント）には至らないヒヤリハットの状況を指すものとす

る。 
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依然として技術開発には莫大なコスト・時間がかかるにもかかわ

らず、初期段階ではマーケットが限定的な中、体力勝負といえる側

面も現れてきており、コロナ禍の影響も相まって海外ベンチャー等

では事業再編も起きている。例えば 2020 年 6月には、Amazonによ

り自動運転開発スタートアップの Zoox が買収されたほか、2020 年

12 月には、Amazonや現代自動車などの出資を受ける自動運転開発

企業の Aurora による、Uber の自動運転開発部門の買収が行われて

いる。 

そうした中で、自動走行の実装を巡って新たな動きが生まれてい

る。その一つに走行環境や運行条件を絞ってレベル 4での事業化を

目指す動きが見られ、例えば EU では、ERTRAC ロードマップにおい

て、Lv4自動運転をまずは専用道などの制約環境下で実装し、その

後混在環境に展開する整理を示している。 

また、自動運転車両向け技術の開発を促進するため、ADAS 技術

を活用した既存の量産部品を Lv4自動運転車両に流用し、同時に

Lidar 等の高度な自動運転部品を既存の ADAS 車両向けに転用する

という考え方や、インフラ協調システムを自動運転車のみならず一

般車両でも活用できるようにするという考え方など、自動運転関連

技術の対象となる車両を広げる試みも議論されているところであ

る。 

また、海外では MaaS 等により自動運転サービスと他の移動サー

ビスを連携して提供する動きもある。例えば EUでは 2020 年にスマ

ートモビリティ戦略を発表し、2030年までに自動運転を含むマル

チモーダル交通を実現することを目標としているほか、都市交通に

おける自動運転実装を目指す EU の SHOW プロジェクトの中では、自

動運転車両を既存交通と接続するマルチモーダル交通の実証が計画

されている。 

更に、自動運転に対応して都市や交通システムそのものを見直す

動きも見られるようになってきた。中国における自動運転を中心と

したスマートシティプロジェクトである雄安地区や、米国における

自動運転車両専用レーンの整備を中心とした Cavnue などがその好

例である。 

これら新たな動きを踏まえ、我が国が自動走行の分野で国際競争

力を維持・強化していくため、これまでの協調領域の取組を引き続

き推進するとともに、競争と協調の切り分けに留意しつつ、協調領

域を深化・拡大していくことが期待される。そこで、3.次期プロジ
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ェクトでも検討している以下の 5課題について、テーマ横断的な視

点から、今後の協調領域の課題として取り組んで行くことが重要で

ある。 

i) ODD の類型化（次期プロジェクトテーマ 1,2に対応） 

個別地域の ODD に応じて車両開発や安全性評価を実施する

ことは非効率的であり、ODD を類型化し、それに応じてセ

ンサー構成等のモジュール化やリスク評価手法のパターン

化を行うことで、他の地域に円滑に横展開する方策を検

討。 

ii) 遠隔監視等の人の関与の在り方（次期プロジェクトテーマ

1,2 に対応） 

乗客の体調不良や災害・事故の発生など緊急時も含め、全

てをシステムで対応することは必ずしも効率的でなく、そ

のような場合の遠隔監視等の人の関与の在り方や HMI 等の

システムと人の連携の在り方を検討。 

iii) レベル 4サービスの関係者間の責任分担（次期プロジェク

トテーマ 1,2 に対応） 

レベル４サービスでは運転操作が不要となる一方、従来運

転者が担っていた運行から維持管理や保守点検までの義務

や役割を複数の関係者で担うことが想定されるが、その場

合の関係者間の責任分担などを検討。 

iv) センサー・データ様式等の共通化/標準化（次期プロジェク

トテーマ 3,4 に対応） 

レベル４のマーケットが限定される中で、コストの削減や

シームレスなサービス提供を促進するため、 ADAS 向けの

技術や他の移動手段、インフラ側とのセンサー・データ様

式等の共通化や標準化を行うことを検討。 

v) インフラ連携の仕組み（次期プロジェクトテーマ 3,4に対

応） 

レベル４を一般の車両や歩行者と混在する空間に展開する

には車両側だけでの対応では限界があり、インフラ側のセ

ンサーからの支援やレベル４に対応したインフラの整備が

考えられるが、維持管理や収益モデルなども含めインフラ

連携の仕組みについて検討。 
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(4) 基準の検討体制 

 自動車の国際的な安全基準は、国連欧州経済委員会（UN-ECE）の

政府間会合（WP29）において策定されており、我が国も積極的に参

加して国際調和活動に貢献している。 

 この中で、自動走行については、自動走行全般をとりまとめる「自

動運転専門分科会」、その下に、「自動操舵専門家会議」、「自動ブレ

ーキ専門家会議」、「サイバーセキュリティ専門家会議」、「自動運転

認証専門家会議」、「EDR/データ記録装置専門家会議」、「機能要件専

門家会議」が設置され、議論が進められている。我が国は、各分科

会等において、共同議長等として、国際的な議論を主導している。

最近では、2019 年月に乗用車等の衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）の

国際基準が成立し、2020 年 1 月の同基準の発効に伴い国内導入した

ところ。 

 さらに、2020 年 3 月の自動運転専門分科会において、「高速道路

での自動車線維持機能」などの国際基準案が策定された。 

 これら国際的な活動に臨むにあたり、我が国の方針を検討するた

め、政府、（独）自動車技術総合機構交通安全環境研究所、自動車メ

ーカーの他、サプライヤーも参加した産学官連携の体制を整え、そ

の体制の充実を図っている49。 

 

(5) 標準の検討体制 

 自動走行に関係する国際標準についても、重要な会議50に我が国か

ら議長を選出、規格開発のプロジェクトリーダー2を輩出する等、我

 
49 自動車基準認証国際化研究センター（JASIC）が、このような国際基準化活動の場を提供して

いる。 
50 ITS（Intelligent Transport System）の国際標準化は、ISO（International Organization for 

Standardization）、IEC（International Electrotechnical Committee）及び ITU（International 

Telecommunication Union）等で行われている。特に、ISO/TC204（TC：Technical Committee）

は、ITS の標準化を専門に行っている委員会。ISO の組織では、通常、TC の下部に SC（Sub 

Committee），更に WG（Working Group）が設置されるが、TC204 では TC の下に直接 WG が設置

されている。TC22では、情報セキュリティや機能安全等を扱う SC32（Electrical & Electronic 

components and general system aspects）の議長・幹事国、TC204では、地図情報を扱う WG3(ITS 

Database technology)、自動車走行制御を扱う WG14（Vehicle/Roadway warning and control 

systems）のコンビナ（議長相当）が我が国から選出されている。 

2 SC32/WG8（Functional Safety）の SOTIF（Safety Of the Intended Function）、SC33（Vehicle 

Dynamics）/WG9（Test scenarios of automated driving systems）の安全性検証シナリオ、

SC39（Ergonomics）/WG8（TICS on-board-MMI）のドライバーモニタリング、TC204では、WG14

のモーターウェイショーファーシステム、トラック隊列走行システム、自動バレー駐車等のプ

ロジェクトリーダーを受け持っている。 
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が国は議論を主導できる立場にある。 

 この分野の国内審議団体である（公社）自動車技術会では「自動

運転標準化検討会」を設置し、TC22・TC204 間も含め横の情報共有を

円滑にする体制を構築、（一社）自工会から提示された「戦略的標準

化領域と重点テーマ」51に基づき、特にレベル 3以降の具体的な標準

化項目を整理した上で、自工会等とも連携しながら、日本として積

極的に取り組むべき標準化項目の選定等、標準化戦略の検討・立案

を行っている。 

 なお、自動車技術全体にわたる NP（New Work Item Proposal）52

の 2019 年提案数は、TC22（WG 数 74）では 47 件（2014 年からの 5年

間で約 2倍）、TC204（WG 数 12）では 15 件（2014 年からの 5 年間で

約 3 倍）と活発な提案が続いている。これに対応するには、重点テ

ーマである自動走行のみに関わらず標準化活動を行う専門家人材や

予算といったリソースの確保、活動支援体制の強化についても引き

続き検討する必要がある。 

 

(6) 基準・標準の横断的な情報共有と戦略検討 

 自動運転の実現には、基準制定が重要取り組み案件であるが、技

術的検討が行われる標準化活動も基準への引用という観点から重要

な活動であることから、自動運転基準化研究所において基準の動向

を速やかに共有し、手戻りのない標準化活動を行っている。 

 今後、レベル 3以降においては基準と標準が同時並行的に検討さ

れることから、自動運転基準化研究所／基準・標準連携シナリオ

TF において、UN/WP29/GRVAと ISO/TC22 及び ISO/TC204 の関係者を

一同に集め、重要テーマの作業項目について定期的かつ密な情報共

有を行うことで、基準化方針に沿った日本の標準化の戦略、戦術を

策定するべく連携した活動を推進している。 

 
 

 

6. おわりに 

自動走行ビジネス検討会は 2015 年に自動走行のビジネス化を産学

官のオールジャパン体制で推進するものとして、国土交通省自動車局

 
51 「自動車専用道路 Lv3 自動運転システム（モーターウェイショーファーシステム）」や「安全

性検証」,「サイバーセキュリティ」等が重点テーマとされている。 
52 新たな規格制定、現行規格改訂のための作業項目提案。 
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長、経済産業省製造産業局長の主催で、自動車メーカー、サプライヤ

ー、有識者の皆様にご参加いただき設置したものである。 

本年で 6年を迎えるが、2020 年４月には改正道路交通法・道路運送

車両法が施行され、レベル３の自動運転車の公道での走行が可能とな

るなど、着実に自動運転のビジネス環境が整備されてきた。特に、2020

年 11 月には世界初のレベル 3 自動運転車の型式指定が実現され、世

界に先駆けた自動運転車両の実現に向けた制度整備が進みつつある。 

一方、海外に目を向けると、米国 IT 企業を中心に膨大な投資のも

と、莫大なデータを集めてシステムに学習させ、早期に無人自動運転

サービスを開始する動きが広がってきている。 

また、ドイツにおいてはレベル 4に対応した道路交通法の改正案が

閣議決定され、国会に提出されるなど、レベル 4を見据えた制度設計

の面でも動きが活発化している。 

他方、完全自動運転に向けては、技術、コスト面から課題も見えて

きており、当分はエリアや条件を限定したレベル 4が主戦場となると

考えられる。 

さらに、自動車産業は自動走行だけでなく、CASE、カーボンニュー

トラルといった大きな波に直面しており、今後、車の作り方、売り方、

使い方が変わっていく可能性がある。 

こうした中で、我が国が優位性を保っていくには、個々の企業での

開発を進めることはもちろん、引き続き産学官が一丸となってオール

ジャパン体制で協調した取組を推進することが必要であり、この自動

走行ビジネス検討会を開催することの意義はますます大きくなる。 

来年度は、レベル 4 の実現・普及に向けた次期プロジェクトを立ち

上げるとともに、次期プロジェクトを核としながら、レベル 4の課題

を踏まえた協調領域の深化・拡大を進め、事業面や制度面も含む環境

整備の推進や、サービスカーにおけるセーフティアセスメント手法の

確立について、重点的に検討を進める。 

併せて、引き続きレベル３以下も含む自動運転技術の幅広い普及を

目指し、シミュレーション手法も活用した一般道も含む安全性評価手

法の確立、海外人材も含む自動運転ソフトウェア人材の育成・確保な

どを進める。 

具体的な取組方針として、来年度以降は以下の 5 つの取組を推進す

る。 

 

(1)次期プロジェクトの推進 
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 本年度取りまとめた工程表に基づき、レベル 4の実現・普及に向け

た次期プロジェクトを立ち上げる。 

次期プロジェクトでは、技術開発や実証実験にとどまらず、社会実

装に向けて、ユースケースを想定しつつ、技術開発等の実施者だけで

なく、自動車メーカ、ディーラ、運送事業者など関係機関が連携し、

周辺技術・システムの検討、国際標準化、事業モデルの構築を進める。

また、関係省庁と連携しつつ、インフラや制度などの課題に係る検討

にも併せて取り組む。 

また、レベル 4 のサービスカーでの展開を見据えて、国際調和を図

りつつ、走行環境・運行条件の類型に応じたセーフティアセスメント

手法のガイドラインを策定する。 

 

(2)協調領域の深化・拡大 

 これまでの協調領域の取組を引き続き推進するとともに、次期プロ

ジェクトを核としながら、レベル 4の課題を踏まえた協調領域の深化・

拡大を進める。 

 その際、これまでの協調領域も含め協調領域全体としての戦略を策

定するとともに、各協調領域について中長期の工程表を検討する。 

 

(3)一般道も含む安全性評価手法の確立 

 シミュレーション手法も活用しながら、一般道も含む安全性評価手

法の確立を目指した取組を進める。一般道においては、交通外乱のみ

ならず、認識外乱、車両運動外乱も含めて検討を行うことが重要であ

る。そのため、SAKURA プロジェクトの次のフェーズでは、SIP自動運

転における DIVP（Driving Intelligence Validation Platform）や、

自動運転技術（L3、4）に必要な認識技術等に関する研究等と密接に連

携し、オールジャパンでの活動を推進する。 

 

(4)自動運転ソフトウェア人材の確保・育成 

 第四次産業革命スキル取得講座認定制度に自動運転分野を追加し

たところであるが、同制度に基づく認定講座の設置を支援する。また、

新型コロナウイルスの感染状況に留意しつつ、ASEAN 地域等において

現地の有力大学等とタイアップした講座の開設に引き続き取り組む。 

AI チャレンジコンテストについて、本年度はオンライン手法を活用

して決勝を開催したところであるが、来年度もオンライン手法も組合

せながら国内外の幅広い展開に取り組む。 
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(5)その他の取組の推進 

 レベル 4 の実現・普及に向けた国際的な動きが活発になる中で、米

国・欧州・中国などにおける自動運転に係る開発や制度整備の情報を

タイムリーに把握・分析し、我が国のロードマップやプロジェクトに

反映するなど、戦略的・機動的に検討を進める。 

国連 WP29 において、我が国は自動運転に係る基準等について検討

を行う各分科会等の共同議長等として議論を主導しているところ。今

回のレベル 3 の型式指定の前提となる ALKS（自動車線維持システム）

についての国際基準に我が国の取組が反映されたところであるが、引

き続き国際基準の策定に向けた議論をリードするよう、上記(1)～(4)

の活動等に取り組む。 
 

 

 

2020年 3月 

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 


